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Ⅰ 導入編 

１．マニュアル策定の目的 

 

近年、６５歳以上の単身高齢者が今後１０年で１００万人増加すると予測されるなど、

住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方。

以下、このマニュアル中では「要配慮者」とします。）の増加が見込まれる中、要配慮者

の方々が安心して住まいを確保していくには、公営住宅だけでなく、民間賃貸住宅も含

めた住宅セーフティネットを構築していく必要があります。 

一方、福井県では、持ち家率が高く、公営住宅の空きもある状況ですが、今後も要配

慮者が増加すること、および要配慮者の住まい探しの多様なニーズに対応していくため

にも、早期に対策を講じることが必要です。 

福井県居住支援協議会では、要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居を支援するた

め、行政機関および関係団体との連携体制の構築を図る活動を実施しています。 

そこで、福井県内における要配慮者の状況（属性、地域性、課題、ニーズ等）を把握

し、要配慮者の住まい探しの円滑化を図るため、不動産事業者や行政機関の相談窓口で

の対応の流れや、居住支援を行う団体の情報等を整理した相談マニュアルを作成しまし

た。 

本マニュアルは、要配慮者の方が民間賃貸住宅等への入居にあたり抱えている課題ご

との対応方法を示すと共に、相談先やＱ＆Ａを紹介していますので、相談を受けた際の

対応ツールとしてご活用くださるようお願いします。 
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２．新たな住宅セーフティネット制度について 

（１）制度の背景 

日本の人口は、２０１０年をピークに減少傾向にありますが、高齢者等の要配慮者

は今後も増加する見込みです。民間賃貸住宅の大家の中には、貸し部屋での事故や孤

独死、騒音の不安等から要配慮者の入居に拒否感を持つ人もいます。 

一方で、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅は、住宅に困窮する低額所得

者の方に供給してきましたが、立地条件など要配慮者のニーズに対応できない場合が

あります。また、民間賃貸住宅市場では、空き家・空き室は増加しており、中には活

用可能なものもあります。 

こうした環境の変化に対応していくために、平成２９年１０月２５日に「住宅確保

要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下、このマニュアル中では

「法」とします。）」が改正され、今後は、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅だけ

でなく、民間賃貸住宅を含めて、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットを構築し、

要配慮者の方の安定した居住の確保を図ることが必要とされています。 

 

今後の人口推移 

 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 30年推計）、国勢調査より作成 
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（２）制度の目的 

要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等を定める

ことにより、要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図り、国民生活の安定向上と

社会福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 

（３）制度の概要 

新たな住宅セーフティネット制度では、①要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、②登

録住宅の改修や入居者への経済的な支援、③要配慮者に対する居住支援の３つの大き

な柱から成り立っています。 

（新たな住宅セーフティネット制度の概要） 

 

 

① 要配慮者向け賃貸住宅の登録制度 

賃貸住宅の賃貸人の方は、要配慮者であることを理由に入居を拒まない住宅とし

て、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府

県等では、その登録された住宅の情報を、要配慮者の方々等に広く提供します。そ

の情報を見て、要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるとい

う仕組みです。 

 

② 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援 

新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修支援と、入居者の負担を

軽減するための支援注（家賃の補助、家賃債務保証料の補助）があります。 

注 令和２年３月末時点では、家賃の補助および家賃債務保証料の補助は未実施です。 
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③ 要配慮者に対する居住支援 

都道府県は、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登

録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う者を、居住支援法人として指定する

ことができるようになりました。 

また、生活保護受給者の代理納付の手続きや家賃債務保証を行う事業者の登録制度

なども始まっています。 

 

（主な用語の解説） 

用語 概要 

登録住宅 

○法に基づき、要配慮者の入居を拒まないものとして、都道府県・政令市・中核

市の登録を受けた住宅です。 

○賃貸住宅を登録する際には、その規模や構造等について一定の基準に適合する

必要があります。 

○なお、登録の際には、入居を拒まない要配慮者の範囲を定めることも可能です。 

居住支援

協議会 

○法に基づき、要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方

公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して設立した協議会です。 

○要配慮者に対し住宅情報の提供等を行うことで、円滑な入居の支援を実施します。 

（福井県居住支援協議会についてはⅢ-1 参照） 

居住支援

法人 

○登録住宅に入居する方への家賃債務保証や、賃貸住宅への入居に係る情報提

供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人として、都道府県が指定した法人

です。 

■居住支援法人の指定を受けることができる者 

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人（公益社団法人・財団法人を含む） 

・社会福祉法人 

・居住支援を目的とする株式会社等 

（福井県で指定した居住支援法人についてはⅢ-２参照） 

協力店 

〇福井県セーフティネット賃貸住宅協力店（以下、このマニュアル中では「協力

店」とします。）制度に基づき、福井県居住支援協議会に届出をした不動産関係事

業者です。協力店は下記①～④を実施します。 

１．民間賃貸住宅に入居を希望する要配慮者に対し、要配慮者であることを理由

に媒介を拒否したり、媒介の条件を著しく不当なものとしません 

２．他の「協力店」と連携して要配慮者の円滑な入居に努めます 

３．行政機関等からの要配慮者の賃貸住宅への入居に関する相談等に対応します 

４．要配慮者の相談状況等の報告に協力します 
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３．要配慮者の現状 

（１）要配慮者の一覧 

法や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（以下、

このマニュアル中では「省令」とします。）により、要配慮者は以下のように定められ

ています。 

 名称 概要 

法 

低額所得者 
収入が 15.8 万円を超えない者（公営住宅の入居収入基準を定めるとき
に参酌することとされている額） 

被災者 

・災害（発生した日から起算して三年を経過していないものに限ります。）に
より滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住してい
た者 

・災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域に当
該災害が発生した日において住所を有していた者 

高齢者 
６０歳以上（法律に規定は無いが、改修支援等の補助事業の対象となる高齢者
は、６０歳以上の者とされています。） 

障がい者 

「障害者基本法」第２条第１号に規定する障害者（身体障害、知的障害、精神
障害（発達障害を含みます。）その他の心身の機能の障害がある者であって、
障害および社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるもの） 

子どもを養育

している者 

子ども（18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者）
を養育している者 

省
令 

外国人 日本の国籍を有しない者 

中国残留邦人 
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律」第１４条第１項に規定する支援給付
を受けている者 

児童虐待を受

けた者 
「児童虐待の防止等に関する法律」第２条に規定する児童虐待を受けた者 

ハンセン病療

養所入所者等 

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第２条に

規定するハンセン病療養所入所者等 

ＤＶ被害者 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（略称：DV 法）」
第１条第２項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの 

イ DV 法第３条３項第３号の規定による一時保護又は第５条の規定による 

保護が終了した日から５年を経過していない者 

ロ DV 法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った 

者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していな 

いもの 

北朝鮮拉致被

害者等 

「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」第２条第１項
第５号に規定する帰国被害者等 

犯罪被害者等 「犯罪被害者等基本法」第２条第２項に規定する犯罪被害者等 

保護観察対象

者等 

「更生保護法」第４８条に規定する保護観察対象者 

「更生保護法」第８５条第１項に規定する更生緊急保護を受けている者 

「売春防止法」第２６条第１項に規定する保護観察に付されている者 
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その他、以下の属性の方々も国の方針の中で要配慮者として示されています。 

・海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設等退所者、ＬＧ

ＢＴ、ＵＩＪターンによる転入者、要配慮者に対して生活支援等を行う者 

 

  

省
令 

生活に困窮す

る者 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係者その他の事情により、

現に経済的に困窮者、最低限度の生活を維持することができなくなる

おそれのある者で、「生活困窮者自立支援法」第３条第２項第３号に規

定する事業による援助を受けている者 

東日本大震災

による被災者 

東日本大震災等の非常災害により滅失もしくは損傷した住宅に居住し

ていた者、又は災害救助法が適用された区域等に住所を有していた者。

ただし、東日本大震災については、災害の発生した日から起算して 10

年間を経過していない者に限ります。 



 

 

Ⅰ-7 

Ⅰ 導入編 

（２）福井県における主な要配慮者の概況 

① 高齢者 

高齢者の人口は増加が続いており、2015 年には 222,408 人となっています。

また、高齢化率は 28.6％となっており、全国平均（26.8％）より高齢化が進んで

います。 

② 障がい者 

障害者手帳の所持者は、平成 24 年度末と比べて若干の増加傾向にあり、2016

年には、身体、知的、精神の３障がい合計で 51,752人となっています。 

③ 外国人 

外国人の数は、平成 25 年と比べて約 2 千人増加しており、平成 29 年には

13,426人となっています。 

④ ひとり親 

ひとり親世帯は平成 24年以降、世帯数、世帯割合ともほぼ横ばいになっており、

平成 30年には 7,350世帯（推計）となっています。 

（３）居住支援に関係する相談窓口へのヒアリング結果 

① 市町の公営住宅窓口 

入居相談は、単身高齢者や母子世帯が特に多いことが共通して見受けられます。

また、住戸の空きが無いので受け入れできない、住戸に空きはあるが単身用が不足

しているなど、市町毎に、要配慮者の受入れに課題があることが分かりました。 

② 福祉関係窓口（市町の福祉関係課、生活困窮者自立相談支援機関、社会福祉協議会等） 

住まいに関する相談については、個々に不動産事業者に直接交渉するケースもあ

るようですが、対応に苦慮するとの意見が多く、特に対応困難なケースとしては、

経済的困窮や保証人がいない等が要因として多くありました。 

また、福祉関係の窓口で対応する相談は、住まいに限らず、病気・障がい・就労・

地域・家族・虐待など様々な要素を含んでいることが分かりました。 

（４）不動産事業者へのアンケート結果 

不動産事業者の窓口では、特に高齢者や母子世帯等から多くの相談があり、成約に

至らなかった場合の理由として、保証人がいないことや、支払える家賃の制約、バリ

アフリーの問題などが挙げられるなど、要配慮者が入居に向けて課題を抱えているこ

とが分かりました。 

（５）居住支援法人等へのヒアリング結果 

要配慮者は課題を抱えているものの、必要な手助けを行うことで、賃貸住宅への入

居が実現している事例がいくつもあることが明らかになりました。 
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■ 相談の流れ 

（１）相談の流れ 

要配慮者の方は、一般の方以上に安定した住まいの確保に向けて様々な課題を抱え

ていることから、現在置かれている状況や、住まいに求める条件、入居後に日常生活

で必要な支援内容などについて丁寧に確認する必要があります。 

また、要配慮者には、例えば「貧困の問題」など、緊急に解決すべき問題が優先さ

れ、潜在的に抱えている「住まいの問題」が見えていない場合もあるため、丁寧な問

いかけにより、課題を明らかにするように心がけましょう。 

色々手をつくしても住まいが見つからない場合には、福井県居住支援協議会の市町

の窓口にご相談ください。住まいの確保に向けて、関係者が協議して解決策を検討し

ます。 

住宅セーフティネットの構築に向けては、住宅部局と福祉部局の連携が非常に重要

です。関わる主体ごとに、できることに取り組みましょう。 

 

（相談の流れ） 

 

 

  

協力不動産店

不動産関係団体

居住支援法人

県（建築住宅課）

県（福祉部局）

市町福祉部局

市町社会福祉協議会

県社会福祉協議会

相談

福井県居住支援協議会

市町住宅部局
（協議会の市町窓口）

地域包括支援センター
障害者相談支援センター
生活困窮者自立支援機関等

福祉関係窓口

要配慮者

連携

相談

相談

・連携サポート
・課題解決に向けた助言等

住宅部局と福祉部局（関係機関）の連携

住宅の確保に
関する課題

生活に関する
課題
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（要配慮者の円滑な入居を図るために各主体が取り組むべきこと） 

 

 

（２）相談シートの活用 

要配慮者が抱える「住まいの問題」は、その方の「暮らし」全体の問題と関係して

いるため、「福祉」と「不動産」の分野が連携することが重要であるほか、「教育」「就

労」などその方の「暮らし」に関連する様々な分野との連携が必要です。 

そのため、相談に乗る際には、相談者の情報をできるだけ幅広く把握して、他の分

野の専門家等と連携できるよう情報が共有できることが必要です。次ページ以降の「相

談シート」も活用して情報を把握することが有効です。 

 

  相談シートの利用にあたっての注意点 

■ 相談シートの内容には要配慮者の個人情報が含まれています。個人情報の取り

扱いについては事前に各相談窓口において説明していただき、承諾を得ておい

て下さい。 

■ 相談シートは、居住支援にあたり必要となる関係機関（者）と情報を共有する

ためのものですが、具体的な情報共有先についても相談者の方に伝えるように

しましょう。 

■ メールや FAX 等で送付する際には、送付先に誤りがないか複数の者で確認す

ることやテスト送信などにより、誤送信が無いようにして下さい。 

 

  

共通事項 

⚫ 要配慮者の円滑な入居には支援に携わる関係者間の協力が必

要です。関係者から相談があった際は、お互いに積極的に関

与するよう努めて下さい。 

⚫ 要配慮者の相談窓口となる方の変更は最小限にしましょう 

住宅担当部局が取り組む 

べきこと 

⚫ 住宅部局と福祉部局との連携体制の構築 

⚫ 不動産事業者等への協力依頼や情報提供 

⚫ 不動産事業者への住宅セーフティネット制度の周知 

福祉担当部局が取り組む 

べきこと 

⚫ 相談窓口における要配慮者の実態の把握 

⚫ 住宅部局との連携強化 

⚫ 福祉事業者等への住宅セーフティネット制度の周知 

不動産事業者が取り組む 

べきこと 

⚫ 居住支援協議会、居住支援法人および福祉関係機関等との連

携強化 

⚫ 要配慮者の円滑な入居に向けた不動産事業者間での連携 

⚫ 賃貸人に対する住宅セーフティネット制度の周知 
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（相談シートの記入例(表)） 
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（相談シートの記入例(裏)） 
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■ 要配慮者の抱える課題と対応策 

 

要配慮者は、様々な課題を複合的に抱えています。課題を把握した上で、対応策

を検討しましょう。 

 

課題 対応策 
該当 
ページ 

窓口等 
連絡先 

住
宅
の
確
保 

１．物件が見つからない 

(1)公的賃貸住宅 

Ⅱ－６ 

Ⅲ－7 

(2)登録住宅 － 

(3)協力店 Ⅲ－５ 

(4)居住支援法人 Ⅲ―２ 

(5)物件探しのポイント ― 

２．保証人がいない 

(1)保証人や緊急連絡先になっ

てもらえる主体の探し方 Ⅱ－８ 
― 

(2)家賃債務保証制度 Ⅲ－22 

３．家賃の支払いに不安が 

ある 

(1)家賃債務保証制度 
Ⅱ－９ 

Ⅲ－22 

(2)代理納付制度 Ⅲ－25 

４．入居時にまとまった資金

の準備が難しい 

(1)住居確保給付金 
Ⅱ－10 Ⅲ－25 

(2)生活福祉資金貸付制度 

５．その他、物件選びの参考 

  となる情報 
 Ⅱ－12 ― 

６．自立した生活が難しい 
(1)高齢者の入居可能な施設 

Ⅱ－13 
Ⅲ－49 

(2)障害者の入居可能な施設 Ⅲ－59 

生
活
の
支
援 

７．日常生活でサポートが 

必要 

(1)生活支援サービスの利用 

(2)地域福祉活動との連携 

(3)関係機関への相談など 

Ⅱ－15 Ⅲ－25 

８．日常生活でのトラブルが 

不安 
(1)入居時のルールの事前説明 Ⅱ－21 Ⅲ－25 

９．緊急時の対応 

(1)入居者の状況確認 

(2)保険の加入 

(3)専門業者の確認 

Ⅱ－24 ― 

参考 主な要配慮者が抱える

課題と対応方針 

(1)高齢者、障害者、外国人、

ひとり親の課題と対応 
Ⅱ－25 ― 
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１．物件が見つからない 

 

要配慮者は、抱えている課題から、不動産事業者や大家の意向により、入居を拒

否される場合や、所得にあった家賃の住宅が見つからない場合があります。物件が

見つからない場合には、以下の（１）から（４）を番号順に検討しましょう。 

また、検討にあたっては、（５）を参考にして下さい。 

 

（１）公的賃貸住宅の紹介 

公的賃貸住宅では、不当な入居拒否がありません。民間賃貸住宅で安心して住める

住まいが見つからない場合や、民間賃貸住宅への入居が難しい場合には、公営住宅を

紹介しましょう。   

公営住宅の入居には、同居要件、住宅困窮要件、税金滞納、収入基準、連帯保証人

等の条件があります。紹介する前に、各自治体の窓口に確認をして下さい（Ⅲ-7参照）。 

 

（２）登録住宅の紹介 

登録住宅は、要配慮者であることを理由に入居を拒まない住宅として、都道府県・

政令市・中核市に登録された民間賃貸住宅です。登録住宅の詳細は国のホームページ

などで確認できます。 

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php 

 

（３）協力店への相談 

協力店とは、要配慮者の円滑な入居の実施に協力するものとして福井県居住支援協

議会に届出いただいた不動産事業者です（Ⅲ-5参照）。 

協力店は、以下の４つに取り組みます。 

＜協力店の役割＞ 

１．民間賃貸住宅に入居を希望する要配慮者に対し、要配慮者であることを理由に媒介を

拒否したり、媒介の条件を著しく不当なものとしないこと 

２．他の「協力店」と連携して要配慮者の円滑な入居に努めること 

３．行政機関等からの要配慮者の賃貸住宅への入居に関する相談等に対応すること 

４．要配慮者の相談状況等の報告に協力すること 

 

（４）居住支援法人への相談 

居住支援法人は、要配慮者の住まい探しの実績から、入居の可能性のある物件情報

を把握している場合があります。法人ごとに活動の対象とする要配慮者に違いがある

ため、確認のうえ、相談しましょう（Ⅲ-2参照）。 
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（５）物件探しのポイント 

① 入居拒否されない物件を探すポイント 

過去に似た境遇の要配慮者に貸したことのある大家さん等には、快く受け入れて

もらえる可能性があります。過去にお世話になった大家さんに相談してみましょう。 

② 低廉な賃貸物件を探すポイント 

家賃交渉の余地がある物件の場合には、大家さんに問い合わせるなど、希望する

価格帯について交渉してみましょう。 

③ 支援の確認 

要配慮者によっては、自治体で家賃補助や貸付金等の支援が受けられる場合があ

ります。福井県居住支援協議会の市町窓口に確認しましょう。（各市町の相談先や支

援制度、支援団体はⅢ-25 以降に記載）。 

 

不当な入居拒否を受けない公的賃貸住宅（Ⅲ-７参照） 

項目 概要 備考 

公営住宅 
公営住宅法に基づき、地方自治体が

低額所得者向けに賃貸する住宅 

同居要件、住宅困窮要件、税

金滞納、収入基準、連帯保証人

などの条件があります。 

 なお、要件は各自治体が個別

に設定しています。 
改良住宅 

住宅地区改良法等に基づき設置さ

れた住宅。入居基準は公営住宅を準用 

シルバーハウジング 

高齢者等の生活特性に配慮したバ

リアフリー化された住宅と生活援助

員（ライフサポートアドバイザー）に

よる日常生活支援サービスの提供を

併せて行う公営住宅 

自立した生活を営める60歳以

上の単身者、あるいは 60 歳以

上の親族のみからなる世帯（夫

婦の場合は一方が60歳以上で

あればよい）が対象。 

定住促進住宅 
定住促進のため、地方自治体が管理

しているもの 
 

特定優良賃貸住宅 
中堅所得者向けに建設された住宅 

で、民間事業者が整備したもの 

一般に、「特優賃」と呼ばれて

います。 

特定公共賃貸住宅 
中堅所得者向けに建設された住宅 

で、地方自治体が整備したもの 

一般に、「特公賃」と呼ばれて

います。 

高齢者向け優良賃貸

住宅 

中堅所得者向けに建設された住宅

で、高齢者を対象とした賃貸住宅。民

間事業者または地方自治体が整備し

たもの 

一般に、「高優賃」と呼ばれて

います。 

地域優良賃貸住宅 

中堅所得者向けに建設された住宅

で、高齢者、障がい者、新婚・子育て

世帯等を対象とした賃貸住宅。民間事

業者または地方自治体が整備したもの 

一般に、「地優賃」と呼ばれて

います。また、入居対象者は施

設管理者が個別に設定してい

ます。 
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２．保証人がいない 

 

近年、家族関係の希薄化や高齢化等により、連帯保証人を頼みたくない、また他

に頼める人がいないなど、連帯保証人の確保が困難な方が増えています。保証人が

見つからない場合には、（１）～（３）を番号順に検討しましょう。 

また、大家さんが安心できる場合もありますので、保証人の確保とあわせて、（４）

も検討しましょう。 

 

（１）連帯保証人になってもらえる人を探す 

親族や職場の方に連帯保証人になってもらえるかどうか確認できていない場合には、

改めて確認してもらうにしましょう。 

 

（２）家賃債務保証制度の利用 

保証人がいない場合には、家賃債務保証の利用を検討しましよう。 

家賃債務保証とは、入居希望者が賃貸住宅の契約を締結する場合に、保証会社が借

主の連帯保証人に近い役割を果たす制度です。借主が賃貸借契約の期間中に家賃等を

滞納した場合に、保証会社が一定範囲内で立て替えます。契約の条件等は保証会社に

よって異なりますので、場合によっては、複数の保証会社に問い合せすることで解決

することもあります。 

●家賃債務保証業者の選択について 

家賃債務保証の業務の適正化を図るために、一定の要件を満たす家賃債務保証業者

を国に登録する制度があります。国はその情報を公表しており、家賃債務保証業者選

択の判断材料として活用することができます（Ⅲ-22 参照）。 

 

（３）協力店への相談 

保証人が確保できず、家賃債務保証制度の利用も難しい場合には、一度、協力店に

相談しましょう。条件によっては対応できる物件が見つかる場合注もあります（Ⅲ-5

参照）。 

注 協力店は、保証人なしで入居できることを保障するものではありません。 

 

（４）緊急連絡先の確保 

契約の際には、緊急連絡先の確保が必要な場合があります。親族や知り合い、要配慮

者の方が支援サービスを受けている事業者などに緊急連絡先になってもらえるか、相談

しましょう。 
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３．家賃の支払いに不安がある 

 

要配慮者の中には、収入が安定しないケースの方もいます。家賃の支払いに不安

がある場合には、（１）、（２）の制度などの活用を検討し、家賃滞納に対する家主の

不安を取り除き、入居しやすい環境を整えるように努めましょう。 

 

（１）家賃債務保証制度の利用 

入居希望者が賃貸住宅の契約を締結する場合に、保証会社が借主の連帯保証人に近

い役割を果たす制度です。借主が賃貸借契約の期間中に家賃等を滞納した場合に、保

証会社が一定範囲内で立て替えます。 

家賃債務保証事業者が国の登録事業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する要配慮者

の家賃債務を保証される場合には、住宅金融支援機構との保険契約をすることで、住宅

金融支援機構に保証の保険を引き受けてもらうことが可能です。 

 

（２）住宅扶助費の代理納付制度の利用 

生活保護を受けている世帯は住宅扶助費の支給を受けることができます。代理納付

制度は、住宅扶助費等を保護の実施機関が賃貸人に代理納付する仕組みです。これに

より、家賃の不払いを防ぐことができます（生活保護制度についてはⅡ-15 参照。各

市町の相談先や支援制度、支援団体はⅢ-25以降に記載）。 

登録住宅の場合には、一定の要件注を満たす登録事業者が生活保護の実施機関に対して連

絡し、被保護入居者についての状況把握を保護の実施機関が適時適切に行ったうえで、

代理納付制度を利用できます。 

注 居住支援協議会の構成員、居住支援法人など 

 

（代理納付制度の概要） 

 

賃
貸
人

生
活
保
護

受
給
者

賃貸借契約

家賃・共益費

（措置が必要とされた場合）
③住宅扶助費等の代理納付

②代理納付等必要な措置の要否を
判断するための事実確認

①情報提供
（通知）

住宅
扶助費等

福祉事務所登録住宅に入居

している場合 
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４．入居時にまとまった資金の準備が難しい 

 

年金で生活する高齢者などをはじめとして、入居時の敷金・礼金・仲介手数料等

の一時金や引越費用等のまとまった費用を確保することが難しい場合があります。 

相談者がまとまった資金を準備することが難しい場合には、（１）、（２）などの活用

を検討しましょう。 

 

（１）住居確保給付金の利用 

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度（Ⅱ-16 参照）の中の支援メニューで、

離職などで住宅を失った、または失うおそれの高い方に、一定期間家賃相当額を支給

します。 

（住居確保給付金の概要） 

支給対象者 

・申請日において６５歳未満であって、離職等後２年以内の者 

・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと 

・ハローワークに求職の申し込みをしていること 

・国の雇用施策による給付等を受けていないこと 

支給要件 

① 収 入 要 件：申請月の世帯収入合計額が、基準額（市町村民税均等 

割が非課税となる収入額の 1/12）＋家賃額以下である

こと。家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。 

② 資 産 要 件 ：申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×６（ただし

100 万円を超えない額）以下であること。 

③就職活動要件：ハローワークでの月２回以上の職業相談、自治体での月

４回以上の面接支援等 

支給額 賃貸住宅の家賃額（上限額は住宅扶助特別基準額） 

支給期間 

原則３か月間 

（就職活動を誠実に行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで）） 

 

 

  

原則３ヶ月 追加６ヶ月

就職活動を誠実に行っている
が就職先が見つからない場合

給付期間 延長２回
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（２）生活福祉資金貸付制度の利用 

生活福祉資金貸付制度とは、資金の貸付けに合わせて、社会福祉協議会や民生委員、

関係団体による支援を行うことによりその世帯の自立を図る貸付制度で、低所得世帯

や高齢者や障がい者が属する世帯が利用できます。 

入居時の敷金・礼金・仲介手数料等の一時金や引越費用等に関する貸付資金は「福

祉資金（住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費）」です。なお、このほかに

もさまざまな用途に対応した貸付資金があります。制度の詳細については、社会福祉

協議会に連絡しましょう（Ⅱ-20 参照）。 

 

福祉資金（住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費）の概要 

貸付対象 

低所得世帯：資金の貸付けに合わせて必要な支援を受けることにより独立 

自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から

借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税程度） 

障がい者世帯：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けた者等の属する世帯 

高齢者世帯：65歳以上の高齢者の属する世帯 

用途 住居の移転等、給排水設備等の設置 

貸付条件 

貸付限度額：５０万円 

連帯保証人：原則必要。ただし、連帯保証人なしでも貸付可能となる場合

があります。 

据置期間：貸付けの日から６月以内 

償還期間：据置期間経過後３年以内 

貸付利子：連帯保証人を立てる場合は無利子 

連帯保証人を立てない場合は年 1.5％ 
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５．その他、物件選びの参考となる情報 

 

要配慮者の方々が安全に安定した暮らしを送るためには、住宅周辺の情報を必要

とする場合があります。相談者が情報を必要とする場合には、（１）～（４）などの

情報の提供に努めましょう。 

 

（１）交通機関 

高齢者や障がい者をはじめとして、要配慮者の方は公共交通機関による移動が多く

なります。物件付近のバスの路線情報等、交通機関の情報について、提供しましょう。 

 

（２）通院できる病院や福祉施設 

これまで住んでいた地域と離れた地域に居住するなど、通院していた病院や利用し

ていた福祉施設等の利用が難しくなる場合には、可能な範囲で近隣の病院や福祉施設

等の情報について紹介しましょう。 

 

（３）徒歩圏内の購買施設や宅配サービス等 

高齢者が無理なく休まずに歩ける距離は高齢になる以前と比べて短くなるため、徒

歩圏内で生活しやすい環境が求められます。 

生活に必要な最寄り品や生鮮品等が確保できる最寄りのスーパーや商店街、コンビニエン

スストアまでの距離などの情報を提供しましょう。また、居住を希望する地域に移動販売や

宅配等の自宅で利用できるサービスがある場合には、併せて紹介しましょう。 

 

（４）公的機関 

外国人の方など、地域に詳しくない方には、市役所・町役場の窓口や学校の場所な

ど、主な公的機関の情報を提供しましょう。 
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６．自立した生活が難しい 

 

高齢者や障がい者などの中には、介護や生活のサポートが必要な場合があり、賃

貸住宅での自立した生活が難しい場合もあります。そのような場合には、ケア付き

の住宅や施設なども選択肢に含めて相談するようにしましょう。 

 

（１）高齢者 

高齢者を対象としたケア付きの住宅や施設には、対応できる介護度や費用負担によ

って、いくつかの種類があります。 

自立した生活が難しい場合には、居住を

希望している地域の老人ホームや介護施設

など、高齢者向け住宅等の立地状況を確認

し、情報提供に努めましょう。 

難しい場合には、お近くの自治体の担当

課を紹介しましょう（各市町の相談先はⅢ

-25 以降に記載）。 

  

 

高齢者が入居できる施設等（Ⅲ-49参照） 

名称 概要 

軽費老人ホーム 

（Ａ型、Ｂ型、ケアハ

ウス） 

高齢等のため独立して生活するには不安がある方、または自炊が

できない程度に身体機能の低下が認められる方で、家族による援助

を受けることができない方を入所させ、無料または低額な料金で食

事サービスその他日常生活上の必要な便宜を提供し、安心して暮ら

せるように支援する施設。Ａ型、Ｂ型、ケアハウスの３種類がある。 

有料老人ホーム 

高齢者を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、日

常生活上必要な便宜（洗濯、掃除等の家事、健康管理）を提供する

施設。民間の事業活動として運営されており、設置者は都道府県知

事への事前届出義務がある。 

サービス付き高齢者

向け住宅 

一定の面積、設備とバリアフリー構造等を有する高齢者向けの賃

貸住宅または有料老人ホームであって、高齢者を入居させ、状況把

握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する。 

養護老人ホーム 

65 歳以上で、環境上や経済的理由（政令で定めるものに限る）

により、居宅で養護を受けることが困難な高齢者に対し、入所、養

護を行う施設。 

特別養護老人ホーム 

65 歳以上で、身体上または精神上著しい障がいがあるために常

時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方を入所さ

せ、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便

宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養

上の世話を行う施設。 

介護付き有料老人
ホーム

要介護度

費
用

サービス付き
高齢者向け住宅

住宅型有料老人ホーム

グループ
ホーム

特別養護老人ホー
ム

シニア向
け分譲マ
ンション

軽費老人
ホーム・ケ
アハウス

低

高

自立 要介護度
高

高齢者向け住宅
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高齢者が入居できる施設等（Ⅲ-49参照） 

名称 概要 

地域密着型特別養護

老人ホーム 

在宅での生活が困難な要介護者に対し、できる限り住み慣れた地

域での生活が継続できるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を行う定員 29 人以下

の施設。 

認知症対応型共同生活

介護（認知症高齢者グ

ループホーム） 

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、

食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。 

少人数（5 人～9 人）の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅ら

せて、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指す。 

福井県の施設一覧：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenfukubu/seisui/sisetu-mokuji.html 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅一覧：https://www.satsuki-jutaku.jp/ 

 

（２）障がい者 

障がい者を対象とした入所施設にはいくつかの種類があります。 

賃貸住宅での自立した生活が難しい場合には、グループホームや入所施設の立地状

況を確認し、情報提供に努めましょう。 

難しい場合には、お近くの自治体の担当課を紹介しましょう（各市町の相談先はⅢ

-25 以降に記載）。 

 

障がい者が入居できる施設等（Ⅲ-59参照） 

名称 概要 

指定障がい者支援施設 
障がい者の入所施設で、主に夜間において、入浴や排せつ、食事の介護

等を行うとともに、日中においても生活介護等のサービスを行う。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域での少人数の共同生活を支援するサービスで、障がいのある方

に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、

排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。この

サービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による

身体・精神状態の安定などが期待される。 

参考：福祉保健医療に関する情報が検索できるホームページ「WAM NET」 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/ 

（独立行政法人福祉医療機構による運営） 

  



 
 

 

 Ⅱ－15 

Ⅱ 相談マニュアル編 

７．日常生活でサポートが必要 

 

要配慮者の方々は、入居後の日常生活の中での支援が必要な場合もあります。支

援が必要な場合には、（１）を確認しましょう。 

また、（２）、（３）を検討し、要配慮者が安心して居住できる環境を整えるよう努

めましょう。 

 

（１）生活支援サービスの利用 

要配慮者に対しては、行政等が様々な生活支援サービスを提供しています。要配慮

者の生活や健康状態などに応じて必要なサービスの利用をすすめましょう（各市町の

相談先や支援制度はⅢ-25 以降に記載）。 

 

① 低所得者 

●生活保護制度 

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応

じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長

する制度です。 

（保護の種類と内容） 

生活を営む上で生じる費用 支給内容 

日常生活に必要な費用（食費・被

服費・光熱費等）（生活扶助） 

基準額は、①食費等の個人的費用、②光熱水費等の世

帯共通費用、を合算して算出。 

特定の世帯に加算あり。(母子加算等) 

アパート等の家賃（住宅扶助） 定められた範囲内で実費を支給 

義務教育を受けるために必要な

学用品費（教育扶助） 
定められた基準額を支給 

医療サービスの費用（医療扶助） 費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし) 

介護サービスの費用（介護扶助） 費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし) 

出産費用（出産扶助） 定められた範囲内で実費を支給 

就労に必要な技能の修得等にか

かる費用（生業扶助） 
定められた範囲内で実費を支給 

葬祭費用（葬祭扶助） 定められた範囲内で実費を支給 
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●生活困窮者自立支援制度 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係者その他の事情により、経済的に困窮

し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方に対して、一人ひとり

の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とした制度です。自立相談支援、

住居確保給付金の支給、就労準備支援、家計改善支援、子どもの学習・生活支援、一時生

活支援など、包括的な支援を行います。  

（生活困窮者自立支援制度の概要）  

 

出典：厚生労働省ＨＰ 

  

 家   支援事 
                                  
                              

 住居確保給付 の支給

                     

    の  ・生活支援事 
                                
                                  
             

 自立相談支援事 

   人 

                
し、ワンストップ型の相談窓口に
より、情報とサービスの拠点とし
て機能

                 
             

  地域 
                 

             

  的な相談支援

 認 就   事 （い  る  間 就  ）
                               
                            

 生活保護受給者等就 自立  事 
                            

就 に向けた 
 が必要な者

 就   支援事 
                               

  に  住の
確保が必要な者

 困の連 
の  

   生活支援事 
                                
                                 
          

な   就 が困 な者

 労支援

居住確保支援

   支援

  的な支援

※                        
                     

家 から生活
 建を  る者

    支援

 関係機関・  度による支援
  生  ・自 会・  ン  アな  ン  ーマルな支援

 の の支援

就 に向けた 
 が   度
 っている者

生活困窮者自立支援 度の 要

 就職のために
居住の確保が
必要な者

柔軟な働き方を
必要とする者

.

 
人
の
 
 
に
 
 
た
支
援

（※

）
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② 高齢者 

●介護保険制度 

被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サ

ービスを利用します。要介護者への介護給付を行うサービスと、要支援者への予防

給付を行うサービスがあり、幅広い支援が存在します。 

（介護保険制度で利用できる支援） 

 

●緊急通報装置の貸与 

一部の市町では、ひとり暮らしの高齢者等で健康上不安がある方等に緊急通報シ

ステムの装置をレンタルしています（各市町の支援制度はⅢ-25 以降に記載）。 

（  通報装置の概要） 

家庭で急病や突発的な事態が発生したとき、ペンダン

ト型のワイヤレス発信器、または装置の緊急通報ボタン

を押すことにより、電話回線を通じてセンターに通報が

入り、相互に会話もしながら、迅速な救護体制をとるこ

とができるシステム。 

 

写真：緊急通報装置の一例 
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③ 障がい者 

●地域定着支援事業 

単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に

よる緊急事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います。 

（支援の内容） 

常時の連絡体制

の確保 

夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の 

確保 

緊急時の対応 
迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時

的な滞在による支援 

 

●日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方が、

地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービス

の利用援助等を行います。 

（支援の内容） 

① 福祉サービスの利用援助 

② 苦情解決制度の利用援助 

③ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続

に関する援助等 

④ ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用

者の日常生活費の管理（日常的金銭管理）」「定期的な訪問による生活状況の見守り」  

具体的には、社会福祉協議会の生活支援員が、利用者との契約に基づいて、

福祉サービスの利用補助、日常的な金銭管理のお手伝い等を行います。（福井

県の利用料１０００円／時間、お問い合せは最寄りの市町社会福祉協議会ま

で）) 
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④ ひとり親 

●母子家庭等日常生活支援事業 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、就学等や病気などの事由により、一時的に

生活援助・保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を

営むことに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。 

（支援の内容） 

家庭生活支援員が次のような支援を行う 

（１）乳幼児の保育、（２）児童の生活指導、（３）食事の世話、（４）住居の掃除、 

（５）身の回りの世話、（６）生活必需品等の買物、（７）医療機関等との連絡、 

（８）その他必要な用務 

 

●母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 

母子家庭の母等の就業をより効果的に促進するため、ひとり親家庭に高等職業訓

練促進給付金・自立支援教育訓練給付金を支給します。 

（支援の内容） 

自立支援教育訓練 

給付金 

対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の６０％（上限あ

り）を支給。 

高等職業訓練促進給

付金等事業 

看護師や介護福祉士等の資格取得のため、１年以上養成機関で

修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職

業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のた

め、高等職業訓練修了支援給付金を支給。 

 

 

 

  



 

 

Ⅱ－20 

Ⅱ 相談マニュアル編 

 

（２）地域福祉活動との連携 

介護等のサポートを提供する事業者や地域の民生委員など、高齢者の見守りを担う

主体と要配慮者との関係性を整えておくことで、入居中に起こりうる事故や健康状態

の変化、その他緊急事態が発生した場合に早期の発見・対応ができる可能性が高まり

ます。 

相談シートなどで事前に利用しているサービス等を把握しておきましょう。 

 

（３）関係機関への相談・支援組織の紹介 

要配慮者が必要とする日常生活のサポートや介護サービス等に関する相談がある場

合には、行政窓口や公的支援組織等に連絡しましょう。その他、お住まいの地域に要

配慮者を支援する団体があれば紹介しましょう（各市町の支援団体はⅢ-25 以降に記

載）。 

 

（要配慮者に関する相談等を行う公的機関等） 

 名称 概要 

要
配
慮
者
全
般 

市町 

社会福祉 

協議会 

高齢者や障がい者の在宅生活を支援するために、様々な福祉サービ

スを行っているほか、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社

協が地域の特性を踏まえた独自の事業に取り組んでいます。 

地域のボランティアと協力し、高齢者や障がい者、子育て中の親子

が気軽に集えるサロン活動を進めているほか、社協のボランティアセ

ンターではボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、小中高校

における福祉教育の支援等、地域の福祉活動の拠点としての役割を果

たします。 

福祉事務所 

福祉事務所とは、社会福祉法第１４条に規定されている「福祉に関

する事務所」です。市では、福祉六法（生活保護法、児童福祉法、母

子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福

祉法）を所管し、相談支援を行っています。町を管轄する県の健康福

祉センターでは、福祉三法（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦

福祉法）を所管し、相談支援を行っています。 

高
齢
者 

地域包括支

援センター 

地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護

予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増

進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中

核的な機関として市町に設置されています。 

障
害
者 

保健所（精神

障害） 

こころの健康、保健、医療、福祉に関する相談、未治療、医療中断

の方の受診相談、思春期問題、ひきこもり相談、アルコール・薬物依

存症の家族相談など幅広い相談を行います。 

電話相談、面談による相談があり、保健師、医師、精神保健福祉士

などの専門職が対応します。 
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８．日常生活でのトラブルが不安 

 

入居中のトラブルは大家の要配慮者への不安感を高めてしまいます。入居中に近

隣や他の入居者とトラブルにならないよう注意しましょう。 

 

（１）入居中のルールの事前説明 

入居中に守ってほしいことは入居前に事前に説明し、入居後のトラブルを防ぎまし

ょう。 

外国人の方は特に、文化や生活スタイルが異なる部分があるため、入居に先立って

説明すると効果的です。 

 

① 家賃・共益費の支払い 

家賃や共益費は、契約で決められた金額を決められた方法で決められた期限まで

に支払ってください。家賃などの支払いが遅れると、管理者から催促がありますし、

契約が解除されることもあります。 

① Paying rent and maintenance /management fees 

The amount, method (bank transfer to a specified account, direct payment to 

the landlord, etc.), and deadline for payment of rent and maintenance fees 

should all be predetermined by your lease. Be sure to follow these guidelines.  

If you don’t pay your rent / or other fees on time, you will receive an overdue 

notice from management and you risk termination of your lease. 

 

② 部屋の使用にあたっての規則の遵守 

借りている部屋や備え付けの設備の使用方法などには決まった規則があります。

その規則を守らずに設備などを壊してしまったときには、その修理費用を支払わな

ければなりません。また、契約が解除されることがあります。契約書や入居のしお

りなどに書いてあるルールを確認しましょう。 

② Property and facilities usage guidelines 

There are predetermined guidelines for the proper usage of property and 

facilities. If you break something as a result of ignoring these guidelines, you will 

be responsible for any repair fees and risk termination of your lease. Read over 

your lease contract, the new tenant information, and any other relevant 

documents to familiarize yourself with these guidelines. 
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③ ゴミだしのルール 

ゴミの出し方は地域によって異なり、ゴミの種類ごとに出す曜日と時間が決まっ

ています。また、粗大ゴミや処理が難しいものの中には有料であったり、回収して

もらえないものもあります。日本では、ゴミの減量、リサイクルと再利用に協力す

ることは日本ではとても大事なことです。 

ゴミの分類の一例 

 

 

③ Rules of disposing of garbage 

Manners of garbage disposal vary by regions or municipalities. Different kinds 

of garbage are set to be collected on different days and times. Some of the bulk 

garbage and certain kinds of garbage that cannot be easily disposed of require 

fees to be collected, or are not collected by the municipality. In Japan, it is 

considered very important to cooperate on reducing, reusing and recycling 

garbage. 

 [Example of garbage separation] 

 

 

④ 生活騒音の注意 

生活騒音は近隣住民とのトラブルの原因になります。テレビや楽器の音、大きな

話し声、掃除機や洗濯機の音、ドアの開け閉めの音などは騒音になることがありま

す。目安として、午後 10 時から午前 8 時ごろまでは特に、大きな音を出さない

ように注意しましょう。 

④ Notes on noise daily living noise 

Daily living noise can cause trouble with the neighbors. Sound from television 

sets, instruments, vacuum cleaners, laundry machines can sometimes be taken 

as “noise”, as well as loud conversation and slamming of doors. As a general rule, 

you should avoid making any particularly loud noise before 8am in the morning 

and after 10pm at night. 

  

燃えるゴミ 燃えないゴミ 資源ごみ 粗大ゴミ 

Combustibles Non-combustibles Recyclables Bulk garbage 
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⑤ 退去時の原状回復のルール 

借りていた部屋を退去するときは、自分で買った家具や家電などを部屋に置きっ

ぱなしにしておくことはできません。引越し先に移すか処分しなければなりません。

その他、契約書に書かれているルールに従いましょう。 

引っ越す際に、原状回復という考え方があります。原状回復内容は不動産屋や契約

によって異なります。時にはトラブルになりますので、入居時には部屋の現状を確

認しておくことが重要です。場合によっては部屋の写真を撮っておくといいかもし

れません。 

 

⑤ Restitution rules at moving out 

You need to follow the “restitution rule” stipulated in the lease. 

When leaving the room, the deposits are settled based on a principle called 

“genjo-kaifuku (restitution)”. What is meant by “restitution” may vary 

depending on the landlord and the contract. The rule may sometimes 

become a source of trouble, so it is advisable to confirm the extent of 

responsibility for restitution when signing the contract and to confirm the 

original state of the room before moving in. 

In some cases, it may be useful to take photographs of the room.  
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９．緊急時の対応 

 

要配慮者の入居中は、注意していても死亡事故等が起こる可能性があります。

緊急時にはまず（１）を行いましょう。 

また、いざというときに備えて、入居時に（２）、（３）を検討しておきましょう。 

 

（１）入居者の状態の確認 

入居者と連絡が取れない場合や、新聞や郵便物がたまっている等の異常を感じた場

合には、まずは緊急連絡先やサービスを提供している事業者等に入居者の状態を確認

しましょう。 

 

（２）保険の加入 

孤独死が起こった場合には、残置物処理費用や原状回復費用の合計額は平均 60 万

円前後に及びます。 

いざというときに備えて、家主や入居者が保険に加入しておくことで安心できます。 

（保険の種類） 

種類 特徴 

損害保険型 
死亡場所が入居中の住宅の場合に、原状回復費用や事故後に借り手がつか

ない場合等に実費相当を大家に補償します。大家が契約者となります。 

生命保険型 

入居者の死亡時に定額の死亡保険金が支払われ、大家が行う原状回復費用

等を補償します。受取人を家主や管理会社などの第 3 者に指定することがで

きる場合もあります。入居者が契約者となるものが増えています。 

 

（３）専門業者の確認 

死亡事故等対処は通常の原状回復や清掃とは異なり、通常の清掃業者では対応でき

ない場合もあります。そのため、事前に特殊清掃や遺品整理の業者等を決めておく必

要があります。 

 

  



 
 

 

 Ⅱ－25 

Ⅱ 相談マニュアル編 

参考 主な要配慮者が抱える課題と対処方針 

 

 特徴的な課題 対処方法 

高
齢
者 

高齢者は、入居中に老化によ

る事故や孤独死などが起こる

ことが懸念されます。 

まず、介護の要否、障害の有無、身体の状況を確認し、

可能な限り低層階の物件を紹介するようにしましょう。 

高齢者は介護福祉サービスを利用している場合があ

ります。できるだけ、利用しているサービスを確認し、

どのような見守り体制の状況を把握しておきましょう。 

また、地域包括支援センターや居住支援法人では、高

齢者支援や住まいの斡旋を行っている団体もあります。 

障
が
い
者 

障がいを持たない人にとっ

て、障がい者が困っていること、

必要としていることはわかりづ

らく、また、抱えている障がい

によって、求めることが異なり

ます。 

また、自身が考えていること

を伝えることが得意でない方

もいらっしゃいます。 

障がい者はサービスを利用している場合がありま

すので、可能であれば支援者の方に聞いて、抱えてい

る障がいについて確認しましょう。 

例えば、福井市の地区障がい相談事業所では、障がい

者の自立支援に取り組んでいますが、住宅の確保が必要

となった場合には、つながりのある不動産事業者への電

話相談、窓口への同行、説明の補足等などの支援を行っ

ています。 

外
国
人 

外国人の方は、日本語でのコ

ミュニケーションが得意でな

いため、情報を伝えることが難

しい場合があります。 

また、文化の違いにより入居

中にトラブルとなるケースや、

近くに保証人となる人がいな

い場合などもあります。 

入居中のルールは事前に伝えておきましょう。自治

体によっては生活のルールに関する資料を配布しま

すので、活用しましょう。例えば福井市ではゴミだし

のルールなどに関する外国語表記のリーフレットを

作成しています。 

また、外国人の支援を行う団体もあるため、必要があ

れば相談者や入居者について連絡してみましょう。例え

ば、福井県国際交流協会（電話：0776-28-8800）

では、無料の相談会などを開催しています。 

ひ
と
り
親 

ひとり親世帯の方は、住まい

の課題とあわせて、仕事や子育

て等の生活課題を抱えている

場合が多くあります。母子家庭

では特に、生活が厳しい世帯が

多くあります。 

ひとり親世帯に向けた貸付金など、活用できる制度

があるため、市役所に確認してみましょう。 

また、生活相談には居住支援法人や自治体窓口を活

用できます。 

また、他の入居者に事前に連絡するなど、生活騒音な

どによる入居者同士のトラブルを防ぐように努めまし

ょう。 
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１．福井県居住支援協議会について 

福井県居住支援協議会は、法に基づく協議会です。要配慮者の民間賃貸住宅への円滑

な入居促進を図り、福井県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与す

ることを目的とし、平成 28 年 3 月 24 日に設立されました。 

 

（福井県居住支援協議会の会員） 

区分 団体名 

不動産関係団体 

(4 団体) 

公益社団法人 福井県宅地建物取引業協会 

公益社団法人 全日本不動産協会福井県本部 

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会福井県支部 

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会福井県支部 

居住支援団体 

(２団体) 

社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

福井居住支援法人ネットワーク協議会 

地
方
公
共
団
体 

市町 

(全17市町) 

福井市 

敦賀市 

小浜市 

大野市 

勝山市 

鯖江市 

あわら市 

越前市 

坂井市 

永平寺町 

池田町 

南越前町 

越前町 

美浜町 

高浜町 

おおい町 

若狭町 

福井県 

(5 課) 

健康福祉部地域福祉課 

健康福祉部長寿福祉課 

健康福祉部障がい福祉課 

健康福祉部子ども家庭課 

土木部建築住宅課 
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２．居住支援法人の一覧とその概要 

 

居住支援法人とは、NPO 法人、一般社団法人、一般財団法人、および居住支援を目的

とする株式会社等で、登録住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証や、賃貸住宅への入

居に係る情報提供・相談、および見守りなどの生活支援等を行うものとして都道府県知

事が指定した法人です。 

福井県では、次の５団体（令和２年４月末現在）が居住支援法人として指定を受け、

活動を行っています。 

 

法 人 名 特定非営利活動法人まちかど保健室ｙｏｕ 

住所 福井市二の宮３丁目４－１４ ２Ｆ 

業務区域 福井市 

対象者 低額所得者、高齢者、子育て世帯、保護観察対象者等、生活困窮者 

業務内容 
入居相談、不動産店への同行又はコーディネイト等 定期的な見守りや相談

事業 

電話番号 0776-65-6984 

業務時間 平日午前９時から午後４時（土、日、祭日を除く） 

相談方法 
事前に電話にてご連絡ください。原則、まちかど保健室の事業所にて面談

を行った後、対応方針を検討します。 

相談事例等 

・離婚をした為に、子供と住む住居を探している。 

・病院に入院したが、家族の受け入れができず自宅に戻れない。 

・家賃滞納して大家から退去を求められている。等 

上記のような相談に対して、行政や協力不動産店、大家等と連携し入居

支援及び入居後の生活支援に繋げています。入居後も、必要に応じて保健

室の利用を促し、状況については関係機関に繋いでいます。またケア会議

等の要請があった場合には参加して情報を共有しています。 
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法 人 名 ㈱ケア･フレンズ 

住所 
福井市松本２丁目２５－１６ 

（サテライト店：まちもと）福井市町屋３丁目１７－６ 

業務区域 福井市 

対象者 高齢者、障がい者 

業務内容 
入居相談、不動産店への同行、入居立会い、生活相談、見守り（安否確認） 

空き家管理、自費サービス（買い物、院内同行他） 

電話番号 0776-27-5816 （サテライト店：0776-76-2798） 

業務時間 
午前１０時から午後４時（土、日、祭日を除く） 

（サテライト店：午前９時から午後６時（土、日、祭日を除く）） 

相談方法 
事前に電話にてご連絡下さい。原則、サテライト店舗のまちもとにて、無

料相談の受付を行い今後の対応方針を検討致します。 

相談事例等 

・福井県セーフティネット賃貸住宅協力店と連携したうえで、心身の状態

に合わせた物件（１階やバリアフリー住居他）をご提案致します。また、

公営住宅やサービス付き高齢者向け住宅他への転居相談にも対応します。 

転居先が決まった場合には、整理業務、引っ越し業者、一般廃棄物業者等

の紹介など、高齢者等には煩雑な手続きのすべてをワンストップにて対応

しています。 

・住み替え後の見守り、生活相談、緊急の駆け付けサポート、生活支援他

を自費サービス（有料）として提供することもでき、本人からはもちろん

のこと、ご家族、不動産会社他からのご相談を受け付けております。 

・施設入所や死亡による空き家となった物件の管理や利活用（売買や賃

貸他）の提案について、無料の個別相談会を実施しています。 

 

 

法 人 名 ㈲あいぜん 

住所 越前市広瀬町１３１－２３ 

業務区域 福井市、鯖江市、越前市、南越前町、越前町 

対象者 低額所得者、高齢者、生活困窮者 

業務内容 
入居相談、引越し支援生活相談、見守り、空き家管理、片付け支援、遺品

整理、生活用品の無料配布等 

電話番号 0778-21-1782 

業務時間 午前９時から午後５時（日、祭日を除く） 

相談方法 
事前に電話にてご連絡下さい。住戸の整理等の相談については、原則訪問

対応しています。 

相談事例等 

転居に伴う整理業務と不用品の買取りについて相談があり、介護福祉士

と介護支援専門員が訪問して事前に利用者と協議した後、介護整理の支援

をさせていただきました。不用品の買取りについても対応することが可能

です。 
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法 人 名 ㈱三玄 

住所 福井市大宮 6 丁目 17-35 

業務区域 福井市、坂井市、あわら市 

対象者 低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、生活困窮者 

業務内容 
介護専門の住宅の情報提供、入居相談、引越し支援生活相談、生前整理、

見守り（安否確認）、住宅改修相談 

電話番号 0776-63-6039 

業務時間 平日午前９時から午後５時（土、日、祭日を除く） 

相談方法 相談者の要望に応じて、来所、訪問どちらも対応可能 

相談事例等 

・認知症により一人暮らしが困難となった高齢者の支援について、ケアマ

ネージャーから相談があり、協議した結果、施設への転居となり、転居

の引っ越し整理の支援を行いました。 

・サ高住の入居相談があったが、自社物件の住戸に空きが無かったため、

同業者と連携して、住まい探しの支援を行いました。 

 

 

法 人 名 丸岡土地開発㈱ 

住所 坂井市丸岡町東陽１丁目２５番地 

業務区域 坂井市、あわら市 

対象者 
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人、児童虐待

を受けた者、DV 被害者、犯罪被害者等、生活困窮者 

業務内容 

入居相談、入居後の見守り、生活相談、入居者の生活に必要なネットワー

クづくり、空き家管理、地域の居住支援ネットワーク形成・地域貢献を目

的としたイベントの実施等 

電話番号 0776-67-0299 

業務時間 午前９時から午後５時３０分（日、祭日を除く） 

相談方法 
事前に電話にてご連絡ください。その後、要望に応じて、来所、訪問どち

らかでお話を伺います。 

相談事例等 

・他府県からの自殺・家出等の目的で来県・保護された方に対して、住居

のあっせんや市町の生活保護担当課と連携した支援を行いました。 

・ケーブルテレビの操作がわからないなど独居高齢者の日常的な困りごと

について、来店、訪問の方法により支援を行っています。 

・家賃が払えない、ごみ屋敷になってしまった、仕事を探したいが探し方

がわからない等の相談に対して、相談者に合った解決方法を一緒に考えて

います。 
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３．福井県セーフティネット賃貸住宅協力店一覧 

 

協力店とは、下記の１～４を実施するものとして福井県居住支援協議会に届出いただ

いた不動産事業者です。 

＜協力店の役割＞ 

１．民間賃貸住宅に入居を希望する要配慮者に対し、要配慮者であることを理由に媒介を

拒否したり、媒介の条件を著しく不当なものとしないこと 

２．他の「協力店」と連携して要配慮者の円滑な入居に努めること 

３．行政機関等からの要配慮者の賃貸住宅への入居に関する相談等に対応すること 

４．要配慮者の相談状況等の報告に協力すること 

 

最新の情報は以下のＵＲＬに公開されています。 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/safety-kyouryoku.html 

 

（協力店一覧） 

 
事業所の商号 
または名称 

所在地 連絡先 

1 (株)平田不動産 小浜市四谷町 9-18 
電話：0770-53-3588 
FAX：0770-53-2434 
mail：info@hiratafudousan.com 

2 出蔵不動産(株) 福井市勝見 3-1-2 
電話：0776-97-9440 
FAX：0776-97-9441 
mail：degura@iaa.itkeeper.ne.jp 

3 アイワ不動産 福井市幾久 2-8 
電話：0776-28-1350 
FAX：0776-28-1350 
mail：－ 

4 なかがわ不動産(株) 福井市大宮 2-12-18 
電話：0776-23-6439 
FAX：0776-60-0036 
mail：nafu@nafu.co.jp 

5 (有)レグ 
福井市北四ツ井 
1-25-20 

電話：0776-57-0090 
FAX：0776-57-0091 
mail：info@reg.co.jp 

6 (有)友豊 福井市毛矢 2-1-2 
電話：0776-34-5000 
FAX：0776-34-5005 
mail：ufo@ufo-fukui.net 

7 丸福不動産(株) 福井市西木田 2-2-2 
電話：0776-36-1016 
FAX：0776-35-2999 
mail：info@marufuku.net 

8 合同ホーム(株) 福井市成和 2-1018 
電話：0776-25-3331 
FAX：0776-27-7501 
mail：chintai@godohome.com 
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（協力店一覧） 

 
事業所の商号 
または名称 

所在地 連絡先 

9 
日本システムバンク
(株) 

福井市中央 3-5-21 
電話：0776-30-1910 
FAX：0776-30-1920 
mail：ecopla@syb.co.jp 

10 三谷不動産(株) 福井市中央 3-1-5 
電話：0776-23-2380 
FAX：0776-23-2314 
mail：fukuichuo@apamanshop-fc.com 

11 
(株)住みかえ情報館 
福井営業所 

福井市御幸 3-16-25 
電話：0776-22-2022 
FAX：0776-22-3766 
mail：fukui@sumikae.co.jp 

12 
(株)クロダハウス 
福井支店 

福井市高木中央 
3-207 

電話：0776-52-3710 
FAX：0776-52-2710 
mail：fukuikita@apamanshop-fc.com 

13 森川不動産(株) 福井市毛矢 2-11-5 
電話：0776-36-8787 
FAX：0776-36-1166 
mail：fukui@apamanshop-fc.com 

14 
(株)R.style 
住みかえ情報館 FC
藤島通り店 

福井市二の宮 
3-4-14 1F 

電話：0776-28-7070 
FAX：0776-28-7090 
mail：fujishima@sumikae.co.jp 

15 丸美建設不動産(株) 
鯖江市当田町 10 字 2 
番地 1 

電話：0778-62-2929 
FAX：0778-62-2978 
mail：－ 

16 ぱんだ不動産(株) 
坂井市春江町江留中
16-30 

電話：090-9763-5688 
FAX：0776-51-3059 
mail：s@capital-japan.com 

17 (株)宮永不動産 
福井市光陽 3 丁目 
1-30 

電話：0776-50-2813 
FAX：0776-50-2819 
mail：info@miya-f.jp 

18 ナカノ住宅開発(株) 
福井市若杉２丁目１
５２５番地 

電話：0776-35-6160 
FAX：0776-34-3730 
mail：info@nakano-jyutaku.com 

19 丸岡土地開発 
坂井市丸岡町東陽１
－２５ 

電話：0776-67-0299 
FAX：0776-66-7165 
mail：― 

20 (株)レントバンク 
福井市二の宮４－１
－５ 

電話：0776-50-6217 
FAX：0776-50-6218 
mail：info@rentbank.co.jp 
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４．公的賃貸住宅一覧 

 

 公的賃貸住宅の入居要件は複雑なものが多いため、要配慮者の方にお伝えする前に、必ず問い

合せ先に確認をお願いします。 

なお、一覧表中では、下記の表示に留意して下さい。 

・特定優良賃貸住宅（下記一覧の区分では「特優賃」と表示します。） 

・特定公共賃貸住宅（下記一覧の区分では「特公賃」と表示します。） 

・高齢者向け優良賃貸住宅（下記一覧の区分では「高優賃」と表示します。なお、（）内は、

入居対象者を示しています。） 

・地域優良賃貸住宅（下記一覧の区分では「地優賃」と表示します。なお、（）中は、入居

対象者を示しています。） 

 

福
井
県 

【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が２名必要です。 
（1 名とすることが可能な場合もありますので、問い合せ先に確認し
て下さい） 

・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：福井県内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 
町屋団地 公営住宅 福井市松本１丁目 

のれん会県営住宅
管理センター 
0776-25-1100 

上野団地 公営住宅 福井市上野本町新 
大安寺団地 公営住宅 福井市南楢原町 
霞ヶ丘団地 公営住宅 坂井市丸岡町霞ヶ丘４丁目 
社団地 公営住宅 福井市運動公園２丁目 

南部地域管理セン
ター 
0776-33-2500 

杉の木台団地 公営住宅 福井市三十八社町 
下荒井団地 公営住宅 福井市下荒井町 
清水グリーンハイツ 公営住宅 福井市グリーンハイツ２丁目 
御幸タウン 公営住宅 鯖江市御幸町３丁目 
北日野団地 公営住宅 越前市矢放町 

 

 

  



 

Ⅲ－8 

Ⅲ 付録編 

福
井
市 

【公営住宅、改良住宅、シルバーハウジング、定住促進住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・市営住宅の滞納が無いこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：福井市内在住（親族は市外可） 
  所 得：入居者と同程度以上 
  その他：公営住宅に入居していない 
※シルバーハウジングは６０歳以上限定です。 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

渕団地 公営住宅 福井市渕町 

福井市 
市営住宅課 
0776-20-5570 

江端団地 公営住宅 福井市江端町 

福団地 
公営住宅、 
シルバーハウジング 

福井市福新町 

社団地 公営住宅 福井市運動公園 2 丁目 

立矢団地 改良住宅 福井市足羽 3 丁目 

新田塚団地 公営住宅 福井市新田塚 2 丁目 

経田団地 改良住宅 福井市大宮 2 丁目 

新保団地 改良住宅 福井市新保１丁目 

上野団地 公営住宅 福井市上野本町新 

森田東団地 公営住宅 福井市河合寄安町 

越廼定住促進住宅 定住促進住宅 福井市茱崎町 

【特公賃、地優賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金については、各問い合せ先に確認してください 
・連帯保証人が１名必要です。（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
※特公賃には税金の滞納が無いことが要件として追加されます。（詳細は問
い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

福団地 特公賃 福井市福新町 福井市市営住宅課 
0776-20-5570 新田塚団地 特公賃 福井市新田塚 2 丁目 

サンホーム一乗 地優賃（高齢者） 福井市勝見 3 丁目 
（福）光明寺福祉会 
0776-50-2678 

ヴィルヌーブあさく
ら 

地優賃（高齢者） 福井市豊島 1 丁目 
（福）一乗谷友愛会 
0776-41-8400 

まちよかハウス 
地優賃（高齢者、 
障がい者、新婚世帯、
子育て世帯等） 

福井市松本 2 丁目 
（株）ケア・フレンズ 
0776-27-5816 
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敦
賀
市 

【公営住宅、改良住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・過去に市営住宅等の滞納が無いこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：敦賀市内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 
  その他：市営住宅に入居していない 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

清水団地 公営住宅 敦賀市清水町 1 丁目 

敦賀市 
住宅政策課 
0770-22-8140 

新津内団地 公営住宅 
敦賀市本町 2 丁目、白銀
町  

東洋団地 公営住宅 敦賀市東洋町 

開団地 公営住宅 敦賀市開町 

三島団地 公営住宅 敦賀市三島町 3 丁目 

松栄団地 公営住宅 敦賀市松栄町 

三楽園団地 公営住宅、改良住宅 敦賀市松葉町 

和久野団地 公営住宅 敦賀市新和町 1 丁目 

桜ケ丘団地 公営住宅、改良住宅 敦賀市桜ケ丘町 

【特優賃、高優賃、地優賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、各問い合せ先に確認して下さい 
※特公賃には税金の滞納が無いことが要件として追加されます。 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

和久野団地 特公賃 敦賀市新和町 1 丁目 
敦賀市住宅政策課 
0770-22-8140 

TAKAHIRO マンション  特優賃 敦賀市相生町 ㈲サトーホームズ 
0770-21-3303 グレイシア・ステージ 特優賃 敦賀市相生町 

M.E マンション 特優賃 敦賀市津内町 2 丁目 

㈱昭和不動産 
0770-23-6111 

Sky.Time 特優賃 敦賀市津内町 2 丁目 

マンション Jewel 特優賃 敦賀市清水町 1 丁目 

マンションドリーム 特優賃 敦賀市津内町 2 丁目 

ベイスイート 地優賃（高齢者、 
障がい者、新婚世帯、
子育て世帯等） 

敦賀市港町 

ラフォーレ・M 敦賀市清水町 2 丁目 

エクセレントマンシ
ョン メユール 

高優賃（高齢者） 敦賀市和久野 
㈱日章土地 
0770-23-5363 

スカイ LD104 高優賃（高齢者） 敦賀市昭和町 1 丁目 
㈱家高不動産  
0770-22-5500 
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小
浜
市 

【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：小浜市内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 
  その他：小浜市営住宅に入居していない 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

山手団地 公営住宅 
小浜市山手二丁目、水取四
丁目 

小浜市 
営繕課 
0770-64-6026 

後瀬団地 公営住宅 小浜市後瀬町 

城内団地 公営住宅 小浜市城内二丁目 

北山手団地 公営住宅 小浜市山手一丁目 

東山手団地 公営住宅 小浜市山手二丁目 

釣姫団地 公営住宅 小浜市山手三丁目 

遠敷第３団地 公営住宅 小浜市遠敷八丁目 

中の宮団地 公営住宅 小浜市金屋 

生守団地 公営住宅 小浜市生守 
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大
野
市 

【公営住宅、定住促進住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：福井県内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 
※定住促進住宅は、子育て世帯、移住者（市外から移住して２年以内のも
の）、新婚世帯（婚姻後２年以内のもの、婚約予定のもの）に限る。 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

中挾団地 公営住宅 大野市中挾三丁目 
大野市建築営繕課 
0779-64-4815 国時団地 

公営住宅、 
定住促進住宅 

大野市国時町 

【特優賃、特公賃、地優賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金・連帯保証人については、各問い合せ先に確認して下さい 
※特公賃には税金の滞納が無いことが要件として追加されます。 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

中挾団地 特公賃 大野市中挾三丁目 
大野市建築営繕課 
0779-64-4815 

東二番町家住宅 特優賃（高齢者、 

障がい者、新婚世帯、

子育て世帯等） 

大野市元町 
大野市建築営繕課 
0779-64-4815 西二番町家住宅 大野市明倫町 

コーポ花山 地優賃 大野市牛ヶ原 （社）光明寺福祉会 
0779-65-7132 コーポめいりん 地優賃 大野市明倫町 
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勝
山
市 

【公営住宅、定住促進住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分（定住促進住宅は家賃の２か月分） 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：勝山市内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

栄町住宅 公営住宅 勝山市栄町 1 丁目 

勝山市 
建築営繕課 
0779-88-8107 

南大橋住宅 公営住宅 勝山市遅羽町大袋 

本町住宅 公営住宅 勝山市本町 1 丁目 

旭住宅 公営住宅 勝山市旭毛屋町 

旭毛屋住宅 定住促進住宅 勝山市旭毛屋町 
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鯖
江
市 

【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：福井県内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 
  続 柄：入居者と続柄が近い方 

その他：公営住宅に入居していない 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

平井団地 公営住宅 鯖江市平井町 

鯖江市 
建築営繕課 
0778-53-2240 

鳥羽団地 公営住宅 鯖江市鳥羽 3 丁目 

舟津団地 公営住宅 鯖江市舟津町 3 丁目 

新町団地 公営住宅 鯖江市新町 

定次団地 公営住宅 鯖江市定次町 

【特公賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

定次団地 特公賃 鯖江市定次町 
鯖江市建築営繕課 
0778-53-2240 
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あ
わ
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【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が２名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所在地：福井県内在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

その他：公営住宅に入居していない 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

馬場第二団地第１棟 公営住宅 あわら市大溝二丁目 

あわら市 
建設課 
0776-73-8031 

馬場第二団地第２棟 公営住宅 あわら市大溝二丁目 

稲越(鉄筋)団地 公営住宅 あわら市市姫四丁目 

旭団地第１棟 公営住宅 あわら市自由ヶ丘1丁目 

旭団地第２棟 公営住宅 あわら市自由ヶ丘1丁目 

北金津団地 公営住宅 あわら市花乃杜四丁目 

田中々団地 公営住宅 あわら市田中々 
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越
前
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【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所 得：入居者と同程度以上 

その他：公営住宅に入居していない 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

武生南団地 公営住宅 越前市南二丁目、三丁目 

越前市建築住宅課 

0778-22-3074 

春日団地 公営住宅 越前市若竹町 

緑団地 公営住宅 越前市平和町 

馬塚団地 公営住宅 越前市広瀬町 

芝原団地 公営住宅 越前市芝原一丁目 

村国団地 公営住宅 越前市村国一丁目 

村国北団地 公営住宅 越前市村国三丁目 

八王子団地 公営住宅 越前市国高二丁目 

馬上免団地 公営住宅 越前市馬上免町 

上太田団地 公営住宅 越前市上太田町 

王子保団地 公営住宅 越前市四郎丸町 

北日野団地 公営住宅 越前市矢放町 

藤の木団地 公営住宅 越前市四郎丸町 

家久団地 公営住宅 越前市家久町 

行松団地 公営住宅 越前市行松町 

粟田部中央団地 公営住宅 越前市粟田部町中央 1 丁目 

朽飯団地 公営住宅 越前市朽飯町 

西樫尾団地 公営住宅 越前市西樫尾町 

【高優賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、各問い合せ先に確認して下さい 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

藤の杜 高優賃（高齢者） 越前市北府三丁目 
三洋土地開発㈱ 
0778-23-2355 

フォーユーエクセル 
わかたけ 

高優賃（高齢者） 越前市堀川町 
（一社）わかたけ共
済部 
0778-22-6767 

越前いきいき健康館 高優賃（高齢者） 越前市高瀬二丁目 
株式会社カネイチ 
0778-22-2500 
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坂
井
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【公営住宅、改良住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 

所在地：福井県在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

その他：公営住宅に入居していない 
市税等の滞納なし 
公営住宅の連帯保証人となっていないこと 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

立田団地 公営住宅 坂井市三国町緑ヶ丘二丁目 

坂井市 
都市計画課 
0776-50-3052 

新緑ヶ丘団地 公営住宅 坂井市三国町緑ヶ丘四丁目 

三国東団地 公営住宅 坂井市三国町三国東四丁目 

水居団地 公営住宅 坂井市三国町水居 

愛宕団地 公営住宅 坂井市丸岡町愛宕 

霞ヶ丘団地 公営住宅 坂井市丸岡町霞ヶ丘 3 丁目 

江留上改良団地 改良住宅 
坂井市春江町江留上大和、
江留上昭和 

朝日団地 公営住宅 
坂井市坂井町朝日5丁目､6
丁目 

【特公賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい 

・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

朝日団地 特公賃 
坂井市坂井町朝日5丁目､6
丁目 

坂井市都市計画課 
0776-50-3052 
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【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 

所在地：永平寺町在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

志比堺団地 公営住宅 吉田郡永平寺町松岡志比堺 

永平寺町 
建設課 
0776-61-3948 

松原団地 公営住宅 
吉田郡永平寺町松岡松ヶ原
3 丁目 

越坂団地 公営住宅 
吉田郡永平寺町松岡越坂 1
丁目 

諏訪間団地 公営住宅 吉田郡永平寺町諏訪間 

【特公賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい。 

・税金の滞納が無いこと（詳細は、問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

越坂団地 特公賃 
吉田郡永平寺町松岡越坂 1
丁目 

永平寺町 
建設課 
0776-61-3948 諏訪間団地 特公賃 吉田郡永平寺町諏訪間 

  

池
田
町 

【特公賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい 

・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

学園中央団地 特公賃 池田町池田 池田町 
総務財政課 
0778-44-8003 新保角間団地 特公賃 池田町新保 
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【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 

所在地：南越前町に居住 or 勤務 
  所 得：入居者と同程度以上 
  その他：公営住宅に入居していない 
      独立の生計を営んでいる 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

関ケ鼻公営住宅 公営住宅 南越前町関ケ鼻 

南越前町 
建設整備課 
0778-47-8003 

桜町町営住宅 公営住宅 南越前町牧谷 

ニュー今庄ハイツ団地 公営住宅 南越前町今庄 

大鶴目住宅団地 公営住宅 南越前町今庄 

甲楽城公営住宅 公営住宅 南越前町甲楽城 

【特公賃・地優賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

桜町町営住宅 特公賃 南越前町牧谷 
南越前町 
建設整備課 
0778-47-8003 

ニュー今庄ハイツ団地 特公賃 南越前町今庄 

東大道住宅 地優賃 南越前町東大道 
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越
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【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が２名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 

所在地：１人は越前町在住 
  所 得：収入がある者 
  その他：公営住宅に入居していない 
      連帯保証人同士は同一生計でない 
      連帯保証人のうち１人は、入居者の身元引受人となる 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

西田中駅前団地 公営住宅 越前町東内郡 4 丁目 

越前町 
定住促進課 
0778-34-8727 

西田中さざんか団地 公営住宅 越前町西田中 1 丁目 

朝日団地 公営住宅 越前町朝日 

気比庄南団地 公営住宅 越前町気比庄 

越前陶芸村住宅 公営住宅 越前町小曽原 

雄山住宅 公営住宅 越前町小曽原 

鳥越住宅 公営住宅 越前町樫津 

南団地 公営住宅 越前町織田 

西多古団地 公営住宅 越前町平等 

【特公賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

朝日団地 特公賃 越前町朝日 
越前町 
定住促進課 
0778-34-8727 

鳥越住宅 特公賃 越前町樫津 

西多古団地 特公賃 越前町平等 
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【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が１名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 

所在地：美浜町在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

早瀬宮前住宅 公営住宅 美浜町早瀬 

美浜町 
土木建築課 
0770-32-6707 

久々子住宅 公営住宅 美浜町久々子 

美浜中前住宅 公営住宅 美浜町麻生 

岡谷住宅 公営住宅 美浜町河原市 

小倉住宅 公営住宅 美浜町佐柿 

  

高
浜
町 

【公営住宅】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が２名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 
  所 得：入居者と同程度以上 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

水明団地 公営住宅 高浜町水明 高浜町 
建設整備課 
0770-72-7702 緑ヶ丘団地 公営住宅 高浜町緑ヶ丘 1 丁目 
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お
お
い
町 

【公営住宅、改良住宅、シルバーハウジング】 

主な入居要件 

・現在、住宅に困っていること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・税金の滞納が無いこと（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金：家賃の３か月分 
・連帯保証人が２名必要です。 
・連帯保証人の要件（原則） 

所在地：おおい町在住 
  所 得：入居者と同程度以上 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

町営長井住宅 公営住宅 おおい町長井第４１号 おおい町 
建設課 
0770-77-4057 町営崎山住宅 公営住宅 

おおい町名田庄三重第４１
号 

【特公賃】 

主な入居要件 

・自ら居住するため、住宅を必要とすること 
・同居する親族がいること 
（単身入居が可能な場合もありますので、問い合せ先に確認して下さい） 
・一定の収入以下であること（詳細は問い合せ先に確認して下さい） 
・入居者、同居者等が暴力団員でないこと 
・敷金、連帯保証人については、問い合せ先に確認して下さい 
・税金の滞納が無いこと（詳細は、問い合せ先に確認して下さい） 

団地等名称 区分 所在地 問い合せ先 

本郷特定公共賃貸住宅 特公賃 おおい町本郷第１４６号 
おおい町 
建設課 
0770-77-4057 

     

若
狭
町 

現在、募集を行う見込みがある施設はありません。 
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５．家賃債務保証業者登録制度 登録事業者一覧 

 

家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の

登録制度が創設され、国が、一定の要件を満たす家賃債務保証業者を登録し、その情報を公

表することにより、家賃債務保証業者選択の判断材料として活用することが可能です。 

最新の情報は以下のＨＰに掲載されています。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000028.html 

 

（家賃債務保証業者登録制度 登録事業者一覧（平成 31年 2月 10日時点）） 

事業者名 本社所在地 電話番号 
福井県

対象 

株式会社ｵﾘｺﾌｫﾚﾝﾄｲﾝｼｭｱ 東京都港区芝浦４丁目９番 25 号 03-6743-6120 ○ 

日商ギャランティー株式会社 兵庫県神戸市中央区元町通５丁目４－３ 078-360-3939  

株式会社近畿保証サービス 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目４番 18 号 078-331-4040  

一般財団法人高齢者住宅財団 
東京都千代田区神田錦町１丁目 21 番１号 ヒュ

ーリック神田橋ビル４階 
03-6870-2410 ○ 

ハウスリーブ株式会社 東京都港区港南２－１６－１ 03-6718-9190 ○ 

フォーシーズ株式会社 東京都港区新橋５－１３－７ 03-3434-3725 ○ 

日本セーフティー株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀２丁目１番１号 03-5446-5700 ○ 

株式会社賃貸保証サービス 宮城県仙台市青葉区中央３丁目 10 番 12 号 043-274-1196  

株式会社コマーシュ福岡 
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目 16 番 14 号

リファレンス駅東ビル 
099-295-0661  

あんしん保証株式会社 東京都中央区京橋１－11－８西銀 MID ビル６階 03-3566-0440 ○ 

プラザ賃貸管理保証株式会社 東京都中野区新井１丁目８番８号レオパレス中野ビル６階 03-5345-5607 ○ 

株式会社レキオス 沖縄県那覇市おもろまち４－19－16 098-941-3355  

株式会社南大阪保証サービス 大阪府堺市中区深井沢町 3125番地アートビル301号室 072-242-1000  

株式会社エポスカード 東京都中野区中野四丁目３番２号 03-4574-0101 ○ 

全保連株式会社 沖縄県那覇市安謝２－２－５ 098-866-4901  

ALEMO 株式会社 東京都中野区東中野５－５－５ 03-5340-7861  

エルズサポート株式会社 東京都新宿区大久保三丁目８番２号新宿ガーデンタワー 03-6233-6260 ○ 

株式会社エフアール信用保証 大阪府大阪市天王寺区上汐４－３－11 06-6770-5161  

ジェイリース株式会社 大分県大分市都町１丁目３番 19 号大分中央ビル７階 03-5909-1241 ○ 

株式会社 Casa 東京都新宿区西新宿２－６－１ 03-6863-5677 ○ 

株式会社ジョイフルサポート 福岡県北九州市八幡東区山王１丁目 11 番１号 093-672-3939  

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ株式会社 京都府京都市下京区高辻通東洞院東入稲荷町 521 番地 075-341-2728  
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（家賃債務保証業者登録制度 登録事業者一覧（平成 31年 2月 10日時点）） 

事業者名 本社所在地 電話番号 
福井県

対象 

株式会社 P ｰ Rent 
東京都新宿区百人町２－24－13 百人町成和ハイ

ツ 103 号室 
03-5337-0192  

株式会社いえらぶパートナーズ 東京都新宿区西新宿２－６－１ 新宿住友ビル 24 階 03-6240-3390  

株式会社ダ・カーポ 東京都北区赤羽１－52－１田口ビル７階 03-6454-4190  

株式会社バーチャルペイメント 
東京都千代田区岩本町 2-11-2 イトーピア岩本町二

丁目ビル 3 階 
03-5835-2200 ○ 

賃住保証サービス株式会社 東京都江戸川区一之江８－４－３ 043-274-1196  

アーク株式会社 岩手県盛岡市中ノ橋通２丁目８番２号 019-622-2211  

アークシステムテクノロジ

ーズ株式会社 

福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目３番 11 号

KDX 博多南ビル９階 
092-433-7330 ○ 

株式会社アルファー 鹿児島県鹿児島市照国町 15 番 15 号 099-223-7300  

特定非営利活動法人抱樸 福岡県北九州市八幡東区荒生田二丁目１番 32 号 093-653-0779  

アイ・シンクレント株式会社 東京都品川区上大崎二丁目 25 番５号 0800-91-90410  

株式会社テンポアップ 神奈川県横浜市西区北幸２－９－１０ HS ビル８階 093-653-0779  

株式会社スマイルサポート 茨城県つくば市竹園２丁目３－17 029-860-5211  

株式会社エントランス 兵庫県姫路市花影町３丁目１－５ 079-295-3553  

旭化成賃貸サポート株式会社 東京都新宿区西新宿１－22－２新宿サンエービル 13階 03-3344-7022  

株式会社イントラスト 東京都千代田区麹町１－４半蔵門ファーストビル２F 03-5213-0805 ○ 

株式会社にじいろライフ 
東京都港区六本木７－18－18 住友不動産六本

木通ビル 10 階 
― ○ 

日本賃貸保証株式会社 千葉県木更津市羽鳥野６－21－４ 03-4232-8080 ○ 

株式会社ルームバンクインシュア 東京都渋谷区神宮前６－12－20 J６Front７階 03-5774-3075  

ニッポンインシュア株式会社 
福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番２号福岡証

券ビル６階 
092-726-1080  

興和アシスト株式会社 大阪府大阪市中央区道修町１－５－18 06-4707-3343  

株式会社 Sumica チェック 
東京都千代田区岩本町2-11-2イトーピア岩本町

二丁目ビル 3 階 
―  

株式会社レグシス 
東京都千代田区岩本町2-11-2イトーピア岩本町

二丁目ビル 3 階 
03-5835-2040  

日本賃貸住宅保証機構株式会社 大阪府大阪市中央区城見２-２-22 マルイト OBP ビル３F 06-6945-1500  

株式会社ギャランティー・ア

ンド・ファクタリング 
熊本県熊本市中央区辛島町 4 番 35 号 096-288-5455  

レスト・ソリューション株式会社 東京都千代田区飯田橋3-3-9千代田VERDAビル３階 03-3262-5522  

株式会社プレミアライフ 東京都千代田区麹町２－４－１ 03-5213-0316  
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（家賃債務保証業者登録制度 登録事業者一覧（平成 31年 2月 10日時点）） 

事業者名 本社所在地 電話番号 
福井県

対象 

株式会社クレデンス 東京都千代田区飯田橋１－３－２ 03-5213-1122 ○ 

アールエムトラスト株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町３－７－６茅場町スク

エアビル７Ｆ 
03-6264-8338  

株式会社えるく 愛媛県松山市千舟町３－３－８ 089-946-4766  

株式会社フェアー信用保証 沖縄県那覇市西１－１９－７ 098-988-8852  

株式会社アドヴェント 東京都港区東麻布１－１０－１３ 03-5956-7760  

株式会社アセット・アイ 長野県伊那市中央４５６１－７ 0120-021-185  

ナップ賃貸保証株式会社 東京都千代田区麹町３－５－２ 0120-722-564  

グローバル賃貸保証株式会社 北海道札幌市中央区南十条西一丁目１－５１ 011-796-6633  

特定非営利活動法人 

ワンファミリー仙台 

宮城県仙台市青葉区二日町４-２６リバティーハ

イツ二日町１０２ 
022-398-9854  

スターリンク株式会社 千葉県船橋市葛飾町２－４０２－３ マルショウビル５階 06-6341-3305  

株式会社あんど 千葉県船橋市湊町２－５－４藤代ビル３０２号室 047-404-1940  

株式会社力十インベストメント 東京都世田谷区北沢２－１０－１５  ○ 

株式会社サポート３６５ 香川県高松市寿町１－２－５ 井門高松ビル１階   

有限会社てるまさ保証 沖縄県那覇市字国場１１７０番地の６   

セキスイユニディア株式会社  東京都港区芝２－１３－４ 住友不動産芝ビル４号館２階   ○ 

株式会社アース賃貸保証 東京都中央区新川１－７－３   

ジャストサービス株式会社 茨城県水戸市南町２－４－３９   

株式会社くらしケア 
愛知県名古屋市千種区小松町６－１１－３ 

OS・SKY マンションレスカール大久手２０１号室  
  

不動産契約書類作成代行株式会社  東京都中野区本町４－４４－１３ 西京城西ビル３階   

株式会社宅建ブレインズ 東京都千代田区飯田橋３－７－１２ Ｋ・Ｐビル４階   

株式会社 A-S 東京都新宿区高田馬場３－１２－２５ 石田ビル３階   

株式会社ベステックス 東京都文京区本郷２－３９－３   

 

  



 

 

Ⅲ－25 

Ⅲ 付録編 

６．市町別相談窓口等一覧 

各市町の相談窓口や支援制度、支援団体等を確認したい場合はこちらを確認しましょう。

なお、掲載している制度は、要配慮者の安定した居住に特に必要と考えられる、住宅支援・

見守りサービスに相当する支援・金銭的支援に関するものを掲載しています。 

 

福井市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(福井市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 住宅政策課 0776-20-5571 

登録住宅窓口 住宅政策課 0776-20-5571 

公的賃貸住宅に関する窓口 市営住宅課 0776-20-5570 

福祉事務所 生活支援課 0776-20-5404 

社会福祉協議会 福井市社会福祉協議会 0776-26-1853 

 

（要配慮者別窓口（福井市）） 

 名称 電話番号 備考 

低
所
得
者 

生活支援課 0776-20-5404  

自立サポートセンターよりそい 0776-20-5580 福井市役所内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高
齢
者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほやねっと明倫 0776-33-5777 ＜担当地区＞豊・木田 

ほやねっとあたご 0776-33-6800 ＜担当地区＞足羽・湊 

ほやねっと中央北 0776-28-7271 ＜担当地区＞春山・宝永・松本 

ほやねっと不死鳥 0776-20-5683 
＜担当地区＞ 

順化・日之出・旭 

ほやねっとあずま 0776-28-8511 ＜担当地区＞和田・円山 

ほやねっと大東 0776-53-4092 
＜担当地区＞ 

啓蒙・岡保・東藤島 

ほやねっと九頭竜 0776-57-0040 ＜担当地区＞中藤島・森田 

ほやねっと北 0776-25-2510 
＜担当地区＞ 

西藤島・河合・明新 

ほやねっとみなみ 0776-43-1316 ＜担当地区＞清明・麻生津 

ほやねっと社 0776-36-1246 ＜担当地区＞社南・社北・社西 

ほやねっと光 0776-35-0313 ＜担当地区＞ 

日新・東安居・安居・一光・殿

下・越廼・清水西・清水東・清

水南・清水北 
ほやねっと光（こしの相談所） 0776-65-0699 

ほやねっと川西 0776-59-1551 ＜担当地区＞ 
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（要配慮者別窓口（福井市）） 

 名称 電話番号 備考 

 
 
高
齢
者 

ほやねっと川西 

（あゆかわ相談所） 
0776-88-2011 

大安寺・国見・鶉・棗・鷹巣・

本郷・宮ノ下 

ほやねっと東足羽 0776-41-4135 ＜担当地区＞ 

酒生・一乗・上文殊・文殊・六

条・東郷・美山 
ほやねっと東足羽 

（すいだに相談所） 
0776-90-3858 

地域包括ケア推進課 0776-20-5400  

障
が
い
者 

障がい福祉課 0776-20-5435 

手帳の交付、医療費の助成、手

当の支給、障がい福祉サービス

の利用等 

地区障がい相談支援事業所 

ほくとう 
0776-43-1229 

＜担当地区＞春山・松本・宝

永・順化・日之出・旭・啓蒙・

岡保・東藤島・和田・円山 

地区障がい相談支援事業所 

ほくせい 
080-8998-0033 

＜担当地区＞鶉・棗・鷹巣・本

郷・宮ノ下・国見・大安寺・中

藤島・森田・河合・西藤島・明

新 

地区障がい相談支援事業所 

なんとう 
0776-41-2334 

＜担当地区＞豊・木田・酒生・

一乗・上文殊・文殊・六条・東

郷・美山・清明・麻生津 

地区障がい相談支援事業所 

なんせい 
0776-97-8780 

＜担当地区＞足羽・湊・社南・

社北・社西・日新・東安居・安

居・一光・殿下・清水東、西、

南、北・越廼 

発達障がい相談支援事業所 0776-97-5731 ＜担当地区＞市内全域 

福井市障がい者基幹相談支援セ

ンター 
0776-27-2828 福井市の中核的な相談機関 

外
国
人 

住宅政策課 0776-20-5571 住まいに関すること 

ひ
と
り
親 

福井市ひとり親家庭就業・自立

支援センター 
0776-20-5140 福井市役所内 
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Ⅲ 付録編 

（支援制度一覧(福井市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 電話番号 

低 
所 
得 
者 

生活保護制度 

(Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、

最低限度の生活を保障し、自立を

助長する 

生活支援課 0776-20-5404 

生活困窮者自立支援

制度（住居確保給付

金含む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括

的に応じ、生活困窮者の抱えている課

題に対して、居住、就労、学習、家計

改善など様々な支援を行う 

自立サポート

センターより

そい 

0776-20-5580 

高 
齢 
者 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、

施設サービス、地域密着型サービ

スを提供する 

介護保険課 0776-20-5715 

ひとり暮らし高齢者

登録 

高齢者自身や家族の状況を登録

し、民生児童委員など地域の支援

者が見守りを行う 

地域包括ケア

推進課 
0776-20-5400 

緊急通報装置貸与事

業(Ⅱ-17) 

緊急通報システムの装置をレンタ

ルする 

えがおでサポート事

業 

高齢者等に対して買い物代行、清掃、

除草等の日常生活における軽作業の援

助を行う 
高 
齢
者 
・
障
が
い
者 

日常生活自立支援事

業(Ⅱ-18) 

高齢者・障がい者の方の福祉サー

ビスの利用や金銭管理の援助、書

類等の預かりサービスを行う。 

福井市社会福

祉協議会 
0776-22-0225 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日常生活

支援事業(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活

援助・保育サービスが必要な場合

等に、家庭生活支援員の派遣等を

行う 
福井市ひとり

親家庭就業・

自立支援セン

ター 

0776-20-5140 
母子家庭等自立支援

事業(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭に高等職業訓練促進

給付金・自立支援教育訓練給付金

を支給 

母子父子寡婦福祉資

金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

制度の詳細は各窓口にお問い合わせください。 

 

（その他の支援団体等(福井市)） 

 組織名称 取組概要 電話番号 住所 

障
が
い
者 

福井障害者職

業センター 

就職に関する相談から就職後のフ

ォローアップまでの一連の支援 
0776-25-3685 

福井市光陽 2 丁目

3-32 

スクラム福井 

発達障がいのある方とその家族を

対象とした相談、療育支援、就労

支援、研修等 

0776-22-0370 
福井市光陽 2 丁目

3-36  

福井県難病支

援センター 

難病患者の方とその家族を対象と

した療養相談、就労支援相談、難

病研修会等 

0776-52-1135 
福井市四ツ井 2 丁

目 8－1  
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Ⅲ 付録編 

敦賀市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(敦賀市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 住宅政策課 0770-22-8140 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 住宅政策課 0770-22-8140 

福祉事務所 地域福祉課 0770-22-8118 

社会福祉協議会 敦賀市社会福祉協議会 0770-22-3133 

 

（要配慮者別窓口（敦賀市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
地域福祉課 0770-22-8123  

敦賀市自立促進支援センター 0770-22-3736 敦賀市社会福祉事業団 

高齢者 

長寿健康課 0770-22-8180  

地域包括支援センター「長寿」 0770-22-8181 市内統括 

地域包括支援センター「あいあい」 0770-22-7272 粟野地区以外担当 

地域包括支援センター「なごみ」 0770-21-7530 粟野地区担当 

障がい者 

地域福祉課 0770-22-8176  

敦賀市障害者地域生活支援センター 

こだま 
0770-20-4565 敦賀市社会福祉事業団 

敦賀市身体障害者相談支援センター 

あいあい 
0770-22-3133 敦賀市社会福祉協議会 

地域活動支援センター はあとぽー

とさくらヶ丘 
0770-24-4848 二州青松の郷 

敦賀市立子ども発達支援センター 

パラレル 
0770-22-7172  

外国人 住宅政策課 0770-22-8140 住まいに関すること 

ひとり親 児童家庭課 0770-22-8125  
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Ⅲ 付録編 

（支援制度一覧(敦賀市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低

限度の生活を保障し、自立を助長する 

地域福祉課 

保護係 
0770-22-8123 

生活困窮者自立支

援制度（住居確保

給付金含む） 

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に

応じ、生活困窮者の抱えている課題に対し

て、居住、就労、学習、家計改善など様々

な支援を行う 

高
齢
者 

住環境整備事業 
洗面所改造や昇降機の取付等、住宅改

修費用の一部を助成 要介護認定 

長寿健康課 

高齢者福祉係 
0770-22-8124 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設

サービス、地域密着型サービスを提供

する 

長寿健康課 

認定・給付係 
0770-22-8180 

ひとり暮らし高齢

者安否訪問事業 

ひとり暮らしの高齢者を訪問し、安否

確認を行う 

長寿健康課 

高齢者福祉係 
0770-22-8124 

障
が
い
者 

重度身体障害者住

宅改造費助成事業 

重度の身体障がい者が、日常生活に著

しい障がいがあるため住宅を改造する

場合、費用の一部を助成する 

地域福祉課 

障害福祉係 
0770-22-8176 

地域定着支援事業

(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、

連絡体制を確保して障がいの特性によ

る緊急事態等に支援を行う 

地域福祉課 

障害福祉係 
0770-22-8176 

日常生活自立支援

事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な方が地域において

自立した生活が送れるよう、福祉サー

ビスの利用援助等を行う 

地域福祉課 

障害福祉係 
0770-22-8176 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日常生

活支援事業 

(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援

助・保育サービスが必要な場合等に、

家庭生活支援員の派遣等を行う 
児童家庭課 

母子係 
0770-22-8125 

母子父子寡婦福祉

資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

小浜市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(小浜市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 営繕課 0770-64-6026 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 営繕課 住宅管理グループ 0770-64-6026 

福祉事務所 小浜市福祉事務所 0770-64-6011 

社会福祉協議会 小浜市社会福祉協議会 0770-56-5800 

 

（要配慮者別窓口（小浜市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
市民福祉課 生活支援グループ 0770-64-6011  

自立促進支援センター 0770-64-6011 小浜市役所内 

高齢者 
高齢・障がい者元気支援課 地域包括

支援センター 
0770-64-6015  

障がい者 
高齢・障がい者元気支援課 障がい者

支援グループ 

0770-64-6012 
 

外国人 営繕課 住宅管理グループ 0770-64-6026 住まいに関すること 

ひとり親 
子ども未来課 少子化対策・母子福祉

グループ 
0770-64-6013  

 

（支援制度一覧(小浜市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限度

の生活を保障し、自立を助長する 

市民福祉課 生

活支援グループ 
0770-64-6011 

生活困窮者自立

支援制度（住居

確保給付金含

む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的

に応じ、生活困窮者の抱えている課題に対

して、居住、就労、学習、家計改善など様々

な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設

サービス、地域密着型サービスを提供

する 

高齢・障がい者元気

支援課 地域包括

支援センター 

0770-64-6015 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、

連絡体制を確保して障がいの特性に

よる緊急事態等に支援を行う 

高齢・障がい者元

気支援課 障がい

者支援グループ 

0770-64-6012 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な方が地域におい

て自立した生活が送れるよう、福祉サ

ービスの利用援助等を行う 

小浜市社会福祉

協議会 
0770-56-5800 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日常

生活支援事業

(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援

助・保育サービスが必要な場合等に、

家庭生活支援員の派遣等を行う 

子ども未来課 

少子化対策・母子

福祉グループ 

0770-64-6013 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

大野市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(大野市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建築営繕課 0779-64-4815 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建築営繕課 0779-64-4815 

福祉事務所 福祉こども課 0779-64-5142 

社会福祉協議会 大野市社会福祉協議会 0779-65-8773 

 

（要配慮者別窓口（大野市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
福祉こども課 0779-64-5142  

大野市自立相談支援センターふらっと 0779-64-5440 大野福祉会 

高齢者 
健康長寿課 0779-65-7333  

大野市地域包括支援センター 0779-65-5046  

障がい者 福祉こども課 0779-64-5142  

外国人 建築営繕課 0779-64-4815 住まいに関すること 

ひとり親 福祉こども課 0779-64-5142  

 

（支援制度一覧(大野市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限

度の生活を保障し、自立を助長する 

福祉こども課 0779-64-5142 
生活困窮者自立

支援制度（住居

確保給付金含

む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的

に応じ、生活困窮者の抱えている課題に

対して、居住、就労、学習、家計改善な

ど様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施

設サービス、地域密着型サービスを

提供する 

健康長寿課 0779-65-7333 
ひとり暮らし高

齢者配食サービ

ス事業 

安否確認を目的とし、健康に不安の

あるひとり暮らし高齢者の方に月 2

回配食を行う 

緊急通報装置貸与 

(Ⅱ-17) 
緊急通報システムの装置をレンタルする 

生活支援型ホーム

ヘルパー派遣事業 

安否確認のために、高齢者宅をヘル

パーが訪問する 

地域包括支援

センター 
0779-65-5046 

障
が
い
者 
 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対し

て、連絡体制を確保して障がいの特

性による緊急事態等に支援を行う 

 

福祉こども課 0779-64-5142 
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Ⅲ 付録編 

（支援制度一覧(大野市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 
 
障
が
い
者 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のう

ち判断能力が不十分な方が地域にお

いて自立した生活が送れるよう、福

祉サービスの利用援助等を行う 

大野市社会福

祉協議会 
0779-65-8773 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日常

生活支援事業 

(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援

助・保育サービスが必要な場合等に、

家庭生活支援員の派遣等を行う 福祉こども課 0779-64-5142 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修

学資金などの貸付を行う 

制度の詳細については各連絡先にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

勝山市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(勝山市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建築営繕課 0779-88-8107 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建築営繕課 0779-88-8107 

福祉事務所 福祉・児童課 社会福祉 G 0779-87-0777 

社会福祉協議会 勝山市社会福祉協議会 0779-88-1177 

 

（要配慮者別窓口（勝山市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 勝山市困りごと支援センターらいと 0779-88-1177 勝山市社会福祉協議会 

高齢者 
健康福祉部 健康長寿課 介護福祉 G 0779-87-0888 介護・高齢者福祉に関すること 

地域包括支援センター 0779-87-0900 高齢者の総合相談に関すること 

障がい者 勝山市障害者生活支援センター 0779-88-1177 障がい全般に関すること 

外国人 建築営繕課 0779-88-8107 住まいに関すること 

ひとり親 福祉・児童課 母子・父子相談室 0779-87-0777 ひとり親に関すること 

 

（支援制度一覧(勝山市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限

度の生活を保障し、自立を助長する 

福祉・児童課  

社会福祉 G 
0779-87-0777 

生活困窮者自立支

援制度（住居確保

給付金含む） 

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括

的に応じ、生活困窮者の抱えている課題

に対して、居住、就労、学習、家計改善

など様々な支援を行う 

勝山市社会福祉

協議会 
0779-88-1177 

高
齢
者 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サ

ービス、地域密着型サービスを提供する 

健康福祉部 健康長

寿課 介護福祉 G 
0779-87-0888 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対し

て、連絡体制を確保して障がいの特

性による緊急事態等に支援を行う 

福祉・児童課 社

会福祉 G 
0779-87-0777 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のう

ち判断能力が不十分な方が地域にお

いて自立した生活が送れるよう、福

祉サービスの利用援助等を行う 

勝山市社会福祉

協議会 
0779-88-1177 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修

学資金などの貸付を行う 

福祉・児童課 母

子・父子相談室 
0779-87-0777 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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鯖江市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(鯖江市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建築営繕課 0778-53-2240 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建築営繕課 0778-53-2240 

福祉事務所 社会福祉課 0778-53-2264 

社会福祉協議会 鯖江市社会福祉協議会 0778-51-0091 
 

（要配慮者別窓口（鯖江市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
社会福祉課 0778-53-2216  

自立促進支援センター 0778-25-3000 鯖江市役所内 

高齢者 地域包括支援センター 0778-53-2265  

障がい者 社会福祉課 0778-53-2217  

外国人 建築営繕課 0778-53-2240 住まいに関すること 

ひとり親 子育て支援課 0778-53-2224  

 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 

（支援制度一覧(鯖江市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限度

の生活を保障し、自立を助長する 
社会福祉課 0778-53-2216 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付金含む）

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に

応じ、生活困窮者の抱えている課題に対し

て、居住、就労、学習、家計改善など様々

な支援を行う 

自立促進支

援センター 
0778-25-3000 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サー

ビス、地域密着型サービスを提供する 

長寿福祉課 0778-53-2219 

ひとり暮らし

高齢者友愛訪

問事業 

ひとり暮らし高齢者等の孤独感の解等を目

的に、民生委員が安否の確認をかねて定期

的に訪問する 

緊急通報装置貸

与 (Ⅱ-17) 
緊急通報システムの装置をレンタルする 

障
が
い
者 

地域定着支援

事業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、連絡

体制を確保して障がいの特性による緊急事

態等に支援を行う 

社会福祉課 0778-53-2217 

日常生活自立

支援事業 

(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力

が不十分な方が地域において自立した生活が送

れるよう、福祉サービスの利用援助等を行う 

鯖江市社会

福祉協議会 
0778-51-1839 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日

常生活支援事

業(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援助・保

育サービスが必要な場合等に、家庭生活支

援員の派遣等を行う 
子育て支援

課 
0778-53-2224 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学資金

などの貸付を行う 
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Ⅲ 付録編 

あわら市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(あわら市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建設課 0776-73-8031 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建設課 0776-73-8031 

福祉事務所 あわら市福祉事務所 0776-73-8020 

社会福祉協議会 あわら市社会福祉協議会 0776-73-2253 

 

（要配慮者別窓口（あわら市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
福祉課 0776-73-8020  

あわら市社会福祉協議会 0776-73-2253  

高齢者 
健康長寿課 0776-73-8022  

あわら地域包括支援センター 0776-73-8046  

障がい者 福祉課 0776-73-8020  

外国人 建設課 0776-73-8031 住まいに関すること 

ひとり親 
子育て支援課 0776-73-8021  

子育て世代包括支援センター 0776-73-8010  

 

（支援制度一覧(あわら市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

(Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低

限度の生活を保障し、自立を助長する 
福祉課 0776-73-8020 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付金含む）

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的

に応じ、生活困窮者の抱えている課題に

対して、居住、就労、学習、家計改善な

ど様々な支援を行う 

あわら市社会福

祉協議会 
0776-73-2253 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設

サービス、地域密着型サービスを提供 
健康長寿課 0776-73-8022 

障
が
い
者 

日常生活自立

支援事業 

(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な方が地域におい

て自立した生活が送れるよう、福祉サ

ービスの利用援助等を行う 

あわら市社会福

祉協議会 
0776-73-2253 

ひ
と
り
親 
 

母子家庭等日常

生活支援事業 

(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援

助・保育サービスが必要な場合等に、

家庭生活支援員の派遣等を行う 子育て支援課 0776-73-8021 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

越前市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(越前市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建築住宅課 0778-22-3074 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建築住宅課 0778-22-3074 

福祉事務所 越前市福祉事務所 0778-22-1020 

社会福祉協議会 越前市社会福祉協議会 地域福祉部 0778-22-8500 

 

（要配慮者別窓口（越前市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
社会福祉課 0778-22-1020  

自立相談支援センター「くらしごとさぽーと」 0778-22-8500 越前市社会福祉協議会 

高齢者 越前市地域包括支援センター 0778-22-3784  

障がい者 社会福祉課 0778-22-3004  

外国人 多文化共生総合相談ワンストップセンター 0778-22-3396  

ひとり親 子ども・子育て総合相談室 0778-22-3628  

 

（支援制度一覧(越前市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

(Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限度

の生活を保障し、自立を助長する 
社会福祉課 0778-22-1020 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付金含む）

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応じ、生

活困窮者の抱えている課題に対して、居住、就労、

学習、家計改善など様々な支援を行う 

越前市社会

福祉協議会 
0778-22-8500 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サー

ビス、地域密着型サービスを提供する 
長寿福祉課 0778-22-3715 

障
が
い
者 

地域定着支援

事業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、連絡

体制を確保して障がいの特性による緊急事

態等に支援を行う 

社会福祉課 0778-22-3004 

日常生活自立

支援事業 

(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力

が不十分な方が地域において自立した生活が送

れるよう、福祉サービスの利用援助等を行う 

越前市社会

福祉協議会 
0778-22-8500 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日

常生活支援事

業(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援助・保

育サービスが必要な場合等に、家庭生活支

援員の派遣等を行う 
子ども・子

育て総合相

談室 

0778-22-3628 
ひとり親家庭

福祉推進資金

貸付 

ひとり親家庭に、住宅補修資金、修学資金、

就職支度資金等の貸付を行う 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学資金

などの貸付を行う 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

坂井市の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(坂井市)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 都市計画課 0776-50-3052 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 都市計画課 0776-50-3052 

福祉事務所 坂井市福祉事務所 0776-50-3041 

社会福祉協議会 坂井市社会福祉協議会 0776-68-5070 

 

（要配慮者別窓口（坂井市）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 福祉総合相談室 0776-50-3163  

高齢者 
健康長寿課 基幹型地域包括支援セ

ンター 
0776-50-2264  

障がい者 社会福祉課 0776-50-3041  

外国人 都市計画課 0776-50-3052 住まいに関すること 

ひとり親 子育て支援課 0776-50-3042  

 

（支援制度一覧(坂井市)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

(Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限

度の生活を保障し、自立を助長する 
福祉総合相

談室 
0776-50-3163 生活困窮者自立支援

制度（住居確保給付

金含む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応じ、

生活困窮者の抱えている課題に対して、居住、就

労、学習、家計改善など様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サ

ービス、地域密着型サービスを提供する 

健康長寿課 

基幹型地域包括

支援センター 

0776-50-2264 

緊急通報体制等整

備事業(Ⅱ-17) 

緊急通報システムの装置をレンタルす

る 

健康長寿課

(高齢福祉) 
0776-50-3040 

障
が
い
者 

地域定着支援事業

(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、連

絡体制を確保して障がいの特性による

緊急事態等に支援を行う 

社会福祉課 0776-50-3041 

日常生活自立支援事

業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判

断能力が不十分な方が地域において自

立した生活が送れるよう、福祉サービス

の利用援助等を行う 

坂井市社会

福祉協議会 
0776-68-5070 

ひ
と
り
親 

母子家庭等日常生活

支援事業(Ⅱ-19) 

ひとり親家庭の方が一時的に生活援

助・保育サービスが必要な場合等に、家

庭生活支援員の派遣等を行う 
子育て支援

課 
0776-50-3043 母子家庭等自立支援

給付金事業 

ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付

金・自立支援教育訓練給付金を支給 

母子父子寡婦福祉資

金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学資

金などの貸付を行う 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

永平寺町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(永平寺町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建設課 0776-61-3948 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建設課 0776-61-3948 

福祉事務所 福井健康福祉センター 0776-36-2857 

社会福祉協議会 永平寺町社会福祉協議会 0776-64-3000 

 

（要配慮者別窓口（永平寺町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
福祉保健課 0776-61-3920  

福井健康福祉センター 0776-36-2857  

高齢者 
福祉保健課 0776-61-3920 

 

障がい者  

外国人 建設課 0776-61-3948 住まいに関すること 

ひとり親 子育て支援課 0776-61-7250  

 

（要配慮者別窓口（永平寺町）） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、

最低限度の生活を保障し、自立を

助長する 

 

福祉保健課 

福井健康福祉

センター 

0776-61-3920 

0776-36-2857 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付含む） 

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包

括的に応じ、生活困窮者の抱えている

課題に対して、居住、就労、学習、家

計改善など様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、

施設サービス、地域密着型サービ

スを提供する 
福祉保健課 0776-61-3920 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、

連絡体制を確保して障がいの特性に

よる緊急事態等に支援を行う 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な方が地域におい

て自立した生活が送れるよう、福祉サ

ービスの利用援助等を行う 

永平寺町社会

福祉協議会 
0776-64-3000 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や

修学資金などの貸付を行う 

福井健康福祉

センター 
0776-36-2857 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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Ⅲ 付録編 

池田町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(池田町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 総務財政課 0778-44-8003 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 総務財政課  0778-44-8003 

福祉事務所 丹南健康福祉センター武生福祉保健部 0778-22-4135 

社会福祉協議会 池田町社会福祉協議会 0778-44-7750 

 

（要配慮者別窓口（池田町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
保健福祉課 0778-44-8000  

丹南健康福祉センター武生福祉保健部 0778-22-4135  

高齢者 
保健福祉課 0778-44-8000 

 

障がい者  

外国人 住民税務課 0778-44-8001  

ひとり親 保健福祉課 0778-44-8000  

 

（支援制度一覧(池田町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低

限度の生活を保障し、自立を助長する 
保健福祉課 

丹南健康福祉センタ

ー武生福祉保健部 

0778-44-8000 

0778-22-4135 

 

生活困窮者自立

支援制度（住居

確保給付金含

む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括

的に応じ、生活困窮者の抱えている課

題に対して、居住、就労、学習、家計

改善など様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施

設サービス、地域密着型サービスを

提供する 
保健福祉課 0778-44-8000 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、

連絡体制を確保して障がいの特性によ

る緊急事態等に支援を行う 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な方が地域において

自立した生活が送れるよう、福祉サー

ビスの利用援助等を行う 

池田町社会福祉協

議会 
0778-44-7750 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修

学資金などの貸付を行う 

丹南健康福祉センタ

ー武生福祉保健部 
0778-22-4135 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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南越前町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(南越前町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建設整備課 0778-47-8003 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建設整備課 0778-47-8003 

福祉事務所 丹南健康福祉センター武生福祉保健部 0778-22-4135 

社会福祉協議会 南越前町社会福祉協議会 0778-47-3767 

 

（要配慮者別窓口（南越前町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
保健福祉課 0778-47-8007  

丹南健康福祉センター武生福祉保健部 0778-22-4135  

高齢者 
保健福祉課 0778-47-8007  

地域包括支援センター 0778-47-8009  

障がい者 保健福祉課 0778-47-8007  

外国人 建設整備課 0778-47-8003 住まいに関すること 

ひとり親 保健福祉課 0778-47-8007  

 

（支援制度一覧(南越前町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限

度の生活を保障し、自立を助長する 
保健福祉課 

丹南健康福祉

センター 

0778-47-8007 

0778-22-4135 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付金含む）

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に

応じ、生活困窮者の抱えている課題に対し

て、居住、就労、学習、家計改善など様々な

支援を行う 
高
齢
者 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サ

ービス、地域密着型サービスを提供する 
保健福祉課 0778-47-8007 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、連

絡体制を確保して障がいの特性による

緊急事態等に支援を行う 

保健福祉課 0778-47-8007 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判

断能力が不十分な方が地域において自

立した生活が送れるよう、福祉サービス

の利用援助等を行う 

南越前町社会

福祉協議会 
0778-47-3767 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学資

金などの貸付を行う 

丹南健康福祉

センター武生

福祉保健部 

0778-22-4135 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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越前町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(越前町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 定住促進課 0778-34-8727 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 定住促進課 0778-34-8727 

福祉事務所 福井県丹南健康福祉センター 0778-51-0034 

社会福祉協議会 越前町社会福祉協議会 0778-34-2388 

 

（要配慮者別窓口（越前町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
福祉課 0778-34-8725  

丹南健康福祉センター 0778-51-0034  

高齢者 越前町地域包括支援センター 0778-34-8729  

障がい者 福祉課 0778-34-8725  

外国人 定住促進課 0778-34-8727 住まいに関すること 

ひとり親 福祉課 0778-34-8725  

 

（支援制度一覧(越前町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低

限度の生活を保障し、自立を助長する 
福祉課 

丹南健康福祉セン

ター 

0778-34-8725 

0778-51-0034 

 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付金含む）

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的

に応じ、生活困窮者の抱えている課題に

対して、居住、就労、学習、家計改善な

ど様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サ

ービス、地域密着型サービスを提供する 

健康保険課 

（介護グループ） 
0778-34-8710 

高齢者虐待お

よび徘徊高齢

者の相談 

虐待や徘徊のおそれのある高齢者につい

ての相談に応じ、必要に応じて家庭訪問

や緊急時対応を行う 

健康保険課 

越前町地域包括

支援センター 

0778-34-8710 

0778-34-8729 

緊急通報装置

設置(Ⅱ-17) 

緊急通報システムの装置をレンタル

する 
福祉課 0778-34-8725 

障
が
い
者 

日常生活自立

支援事業 

(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判

断能力が不十分な方が地域において自立

した生活が送れるよう、福祉サービスの

利用援助等を行う 

越前町社会福祉

協議会 
0778-34-2388 

緊急通報装置

設置(Ⅱ-17) 

緊急通報システムの装置をレンタル

する 
福祉課 0778-34-8725 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

丹南健康福祉セ

ンター武生福祉

保健部 

0778-22-4135 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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美浜町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(美浜町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 土木建築課 0770-32-6707 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 土木建築課 0770-32-6707 

福祉事務所 二州健康福祉センター 0770-22-3747 

社会福祉協議会 美浜町社会福祉協議会 0770-32-1164 

 

（要配慮者別窓口（美浜町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
福祉課 0770-32-6704  

二州健康福祉センター 0770-22-3747  

高齢者 
福祉課 0770-32-6704 

 

障がい者  

外国人 土木建築課 0770-32-6707 住まいに関すること 

ひとり親 福祉課 0770-32-6704  

 

（支援制度一覧(美浜町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

（住宅扶助含む）(Ⅱ

-15) 

生活に困窮している者に対して、最低

限度の生活を保障し、自立を助長する 
福祉課 

二州健康福

祉センター 

0770-32-6704 

0770-22-3747 

 
生活困窮者自立支

援制度（住居確保給

付金含む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的

に応じ、生活困窮者の抱えている課題に

対して、居住、就労、学習、家計改善な

ど様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度(Ⅱ

-17) 

要支援者・要介護者に対して居宅サー

ビス、施設サービス、地域密着型サー

ビスを提供する 福祉課 0770-32-6704 

緊急通報装置の貸与

(Ⅱ-17) 
緊急通報システムの装置をレンタルする 

障
が
い
者 

日常生活自立支援

事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち

判断能力が不十分な方が地域におい

て自立した生活が送れるよう、福祉サ

ービスの利用援助等を行う 

美浜町社会

福祉協議会 
0770-32-1164 

重度身体障害者住

宅改造費助成事業 

重度の身体障がい者が、日常生活に著

しい障がいがあるため住宅を改造す

る場合、費用の一部を助成する 

福祉課 0770-32-6704 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福祉

資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

二州健康福

祉センター 
0770-22-3747 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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（その他の支援団体等一覧(美浜町)） 

 組織名称 取組概要 電話番号 住所 

障
が
い
者 

基幹相談支援セン

ター若狭ねっと 

福祉サービス利用援助、日常的金銭管

理サービス、書類等預りサービス等 
0770-62-0025 

若狭町市場

21－8－7 
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高浜町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(高浜町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建設整備課 0770-72-7702 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建設整備課 0770-72-7702 

福祉事務所 若狭健康福祉センター 0770-52-1300 

社会福祉協議会 社会福祉協議会 和田事務所 0770-72-2411 

 

（要配慮者別窓口（高浜町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
保健福祉課 福祉グループ 0770-72-5887  

若狭健康福祉センター 0770-52-1300  

高齢者 
保健福祉課 0770-72-5887  

高浜町地域包括支援センター 0770-72-6120  

障がい者 保健福祉課 福祉グループ 0770-72-5887  

外国人 建設整備課 0770-72-7702 住まいに関すること 

ひとり親 保健福祉課 福祉グループ 0770-72-5887  

 

（支援制度一覧(高浜町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、

最低限度の生活を保障し、自立を

助長する 
保 健 福 祉 課 

福祉グループ 

若狭健康福祉

センター 

0770-72-5887 

 

0770-52-1300 

 

生活困窮者自立

支援制度（住居

確保給付金含

む）(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包

括的に応じ、生活困窮者の抱えている

課題に対して、居住、就労、学習、家

計改善など様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、

施設サービス、地域密着型サービ

スを提供する 

保 健 福 祉 課 

福祉グループ 
0770-72-5887 

緊急通報装置貸

与(Ⅱ-17) 

緊急通報システムの装置をレンタ

ルする 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対し

て、連絡体制を確保して障がいの特

性による緊急事態等に支援を行う 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のう

ち判断能力が不十分な方が地域に

おいて自立した生活が送れるよう、

福祉サービスの利用援助等を行う 

高浜町社会福

祉協議会 
0770-72-2411 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や

修学資金などの貸付を行う 

若狭健康福祉

センター 
0770-52-1300 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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おおい町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(おおい町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 建設課 0770-77-4057 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 建設課 0770-77-4057 

福祉事務所 若狭健康福祉センター 0770-52-1300 

社会福祉協議会 おおい町社会福祉協議会 0770-77-3415     

 

 

（要配慮者別窓口（おおい町）） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 
住民福祉課 0770-77-4053  

若狭健康福祉センター 0770-52-1300  

高齢者 

住民福祉課 0770-77-4053  

介護福祉課 0770-77-2760  

おおい町地域包括支援センター 0770-77-2770  

障がい者 介護福祉課 0770-77-2760  

外国人 建設課 0770-77-4057 住まいに関すること 

ひとり親 住民福祉課 0770-77-4053  

 

（支援制度一覧(おおい町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低

所

得

者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低限度

の生活を保障し、自立を助長する 
住民福祉課 

若狭健康福祉

センター 

0770-77-4053 

0770-52-1300 

生活困窮者自立支

援制度（住居確保

給付金含む） 

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に

応じ、生活困窮者の抱えている課題に対し

て、居住、就労、学習、家計改善など様々

な支援を行う 

助け合い金庫貸

付事業 

生活困窮者に対し生活費の一部とし

て、無利子で一時的に貸付 

おおい町社会

福祉協議会 
0770-77-3415  

 

高

齢

者 

 

介護保険制度 

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、施設サー

ビス、地域密着型サービスを提供する 
介護福祉課 0770-77-2760 

高齢者緊急通報体

制整備事(Ⅱ-17) 
緊急通報システムの装置をレンタルする 

 

 

介護福祉課 

地域包括支援

センター 

 

 

 

 

0770-77-2760 

0770-77-2770 

 

 

救急医療情報キ

ットの配布 

ひとり暮らし世帯などに、救急搬送に必要

な情報が入った筒を配布する 

一人暮らし高齢

者、高齢者世帯の

見守り 

高齢者介護・福祉相談員や民生委員な

どが見守りを行う 

高齢者等見守りネ

ットワーク事業 

高齢者や障がい者の日常生活を地域全

体で見守る 
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（支援制度一覧(おおい町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

障

が

い

者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対して、連絡

体制を確保して障がいの特性による緊急事

態等に支援を行う 

介護福祉課 0770-77-2760 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のうち判断

能力が不十分な方が地域において自立した

生活が送れるよう、福祉サービスの利用援

助等を行う 

おおい町社会

福祉協議会 
0770-77-3415 

ひ

と

り

親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や修学

資金などの貸付を行う 

若狭健康福祉

センター 
0770-52-1300 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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若狭町の相談窓口等一覧 

（要配慮者全般(若狭町)） 

窓口等 連絡先名称 電話番号 

居住支援協議会窓口 環境安全課 0770-45-9126 

登録住宅に関する窓口 福井県土木部建築住宅課 0776-20-0505 

公的賃貸住宅に関する窓口 環境安全課 0770-45-9126 

福祉事務所 
（旧三方町）二州健康福祉センター 

（旧上中町）若狭健康福祉センター 

0770-22-3747 

0770-52-1300 

社会福祉協議会 若狭町社会福祉協議会 0770-62-9005 

 

（要配慮者別窓口(若狭町)） 

 名称 電話番号 備考 

低所得者 

福祉課 0770-62-2703  

（旧三方町）二州健康福祉センター 

（旧上中町）若狭健康福祉センター 

0770-22-3747 

0770-52-1300 
 

高齢者 若狭町地域包括支援センター 0770-62-2702  

障がい者 福祉課 0770-62-2703  

外国人 環境安全課 0770-45-9126  

ひとり親 福祉課 0770-62-2703  

 

（支援制度一覧(若狭町)） 

 制度名称 制度概要 連絡先名称 連絡先 

低
所
得
者 

生活保護制度 

 (Ⅱ-15) 

生活に困窮している者に対して、最低

限度の生活を保障し、自立を助長する 
福祉課 

（旧三方町） 

二州健康福祉センター 

（旧上中町） 

若狭健康福祉センター 

0770-62-2703 

 

0770-22-3747 

 

0770-52-1300 

生活困窮者自立

支援制度（住居確

保給付金含む）

(Ⅱ-16) 

生活困窮者からの相談に早期かつ包

括的に応じ、生活困窮者の抱えている

課題に対して、居住、就労、学習、家

計改善など様々な支援を行う 

高
齢
者 

介護保険制度

(Ⅱ-17) 

要介護者に対して居宅サービス、

施設サービス、地域密着型サービ

スを提供する 

福祉課 

若狭町地域包括支援

センター 

0770-62-2703 

0770-62-2702 

 

障
が
い
者 

地域定着支援事

業(Ⅱ-18) 

単身等で生活する障がい者に対し

て、連絡体制を確保して障がいの特

性による緊急事態等に支援を行う 

福祉課 0770-62-2703 

日常生活自立支

援事業(Ⅱ-18) 

知的障がい者、精神障がい者等のう

ち判断能力が不十分な方が地域に

おいて自立した生活が送れるよう、

福祉サービスの利用援助等を行う 

若狭町社会福祉協議

会 
0770-62-9005 

ひ
と
り
親 

母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

ひとり親家庭に、事業開始資金や

修学資金などの貸付を行う 

（旧三方町） 

二州健康福祉センター 

（旧上中町） 

若狭健康福祉センター 

（旧三方町）

0770-22-3747 

（旧上中町） 

0770-52-1300 

制度の詳細については各窓口にお問い合わせください。 
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（その他の支援団体等一覧(若狭町)） 

 組織名称 取組概要 電話番号 住所 

障
が
い
者 

基幹相談支援セン

ター若狭ねっと 

福祉サービス利用援助、日常的金銭管

理サービス、書類等預りサービス等 
0770-62-0025 

若狭町市場

21－8－7 

 

 

  



 

 

Ⅲ－49 

Ⅲ 付録編 

７．高齢者入居施設等一覧 

 

（１）軽費老人ホーム 

低額な料金で老人を入所させて食事その他日常生活上必要な便宜を供与する施設です。 

軽費老人ホーム（Ａ型） 

名称 所在地 電話番号 

東尋坊ハイツ 坂井市三国町陣ケ岡 35-1-8 0776-82－5822 

一乗ハイツ 大野市牛ケ原 154-1-1 0779-65－7132 

 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

名称 所在地 電話番号 

グリーンライフ大和田 福井市大和田町 23-1 0776-52－8220 

ケアハウスあさくら 福井市西新町 1-21 0776-43－2425 

モアヤング 福井市和田中町東沖田 30-1 0776-28－3737 

アーバン・ヴィラ・ロータス 福井市大手 2 丁目 3 番 1 号 0776-28－0068 

ケアハウス日光 福井市日光 1 丁目 1 番 1 号 0776-28－1122 

清水苑 福井市大森 7-1 0776-98－5790 

ラフィナート浅水 福井市浅水三ヶ町 1-29-1 0776-39－1165 

ケアハウス  藤島園 福井市高木中央 3-1701 0776-52－8200 

ケアハウス九頭竜 福井市寺前町 4-14-2 0776-53－3933 

ニコニコ村 あわら市井江葭 50-16 0776-78－4700 

ウエルネス木村 あわら市自由ヶ丘 2 丁目 15-23 0776-73－7788 

花しょうぶ 坂井市丸岡町安田新第 4 号 3 番地 2 0776-68－1500 

スプリングヒルズ 坂井市春江町西太郎丸 21-12-1 0776-63－5585 

ファミールほのか 越前市氷坂町 46-41-2 0778-23－9889 

ケアハウス日野 南越前町東大道 33-10-1 0778-47－3867 

ケアハウス鯖江つつじ苑 鯖江市水落町 3 丁目 6-34 0778-53－0767 

グレースフルわかたけ 鯖江市本町 2 丁目 2-17 0778-52－7400 

エメラルドハウス 敦賀市中 81 号岩ケ鼻 1-1 0770-21－6500 
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（２）有料老人ホーム 

老人を入所させ、食事その他日常生活上必要な便宜を供与する施設です。（サービス付き高

齢者向け住宅を含む） 

有料老人ホーム 

名称 所在地 電話番号 

東尋坊ロイヤルハイツ 坂井市三国町陣ヶ丘 35-1-8 0776-82-5003 

ケアハイツ芦原 あわら市横垣 18-11 0776-77-3600 

リバティーハウスあさくら 福井市下六条町 18-35-1 0776-41-8400 

あんしん村 福井市北四ツ居２丁目 7-17 0776-54-2931 

すいせんの家  横地 坂井市丸岡町北横地 38-2-1 0776-67-7774 

であいの郷 大飯郡高浜町小和田 64-3 0770-72-7355 

ロイヤルほっとクラブ 越前市高木町 55-11-18 0778-29-3000 

ポラリス 小浜市中井 9-35-1 0770-58-0077 

たいよう 勝山市昭和町１丁目 1-28 0779-87-6550 

吾亦紅 坂井市丸岡町羽崎 31-5 0776-67-6656 

しらやま山荘 越前市黒川町 114-61-1 0778-28-1101 

ディモライワイ 福井市手寄２丁目 1-5 0776-25-0505 

わかば 勝山市荒土町新保 6-103 0779-64-5365 

サンライフ小野谷 越前市蓬莱町 6-24 0778-21-1068 

アプトケア・三国 坂井市三国町三国東 2 丁目 9-23 0776-60-0105 

わらく 三方上中郡若狭町有田 11-20-10 0770-64-1157 

雀の郷 敦賀市堂 44 号岡ノ腰 1 番 1 0770-20-1711 

とまり樹 越前市瓜生町 31-1 0778-22-0055 

あゆみ 小浜市大手町 8-33 0770-53-5070 

竹田のさと笑楽日 坂井市丸岡町山口 59-13 0776-50-2392 

永喜庵 
坂井市丸岡町長畝 24 字新八ツ割 6

番 
0776-68-0058 

あさひけやハイツ九頭竜 勝山市旭町 3-107-2 0779-87-6305 

すいせんの家ナイトケア 坂井市丸岡町北横地 38-3-1 0776-67-7774 

賃貸住宅はな 小浜市遠敷 4-705-1 0770-56-1872 

たんぽぽ住宅型有料老人ホーム 大野市鍬掛 2 字砂山窪 16 番 0779-64-5030 

住宅型有料法人ホームひだまり 越前市本多１丁目８-４１ 0778-25-6009 

以下は、サービス付き高齢者向け住宅を兼ねています。 

高齢者向け住宅  藤の杜 越前市北府 3 丁目 12-71 0778-25-5000 

高齢者向け住宅  藤の里 越前市国府 2 丁目 8-33 0778-43-5505 

福祉センターケアフル開発 福井市開発 2 丁目 226-2 0776-89-1201 

県民せいきょうサービス付き高齢者向け住宅

江守きらめき 
福井市江守中町 2-12 0776-35-0660 

ル・レーヴほのか 福井市みのり１丁目 5-16 0776-34-6776 

ルーチェすがや 福井市菅谷１丁目 13-19 0776-25-5567 

レリエフ二の宮 福井市二の宮 3 丁目 32-21 0776-21-0755 

越前いきいき健康館 越前市高瀬 2 丁目 4-22 0778-22-2500 
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有料老人ホーム 

名称 所在地 電話番号 

あんしんマンション雲浜おあしす 小浜市雲浜 1-8-8 0770-53-5500 

シルバーハイツつくも苑 福井市つくも 2 丁目 5-5 0776-33-5577 

フォーユーエクセルわかたけ 越前市堀川町 9-15 0778-22-6767 

リリーブ東郷 福井市東郷二ヶ町 27-15-3 0776-41-7766 

高齢者優良賃貸住宅  コーポ花山 大野市牛ケ原 154-1-1 0779-65-7132 

高齢者優良賃貸住宅コーポめいりん 大野市明倫町 6-19 0779-65-6511 

レリエフ丸山 福井市丸山 2 丁目 514 0776-52-5540 

レリエフ三郎丸 福井市三郎丸 1 丁目 109 0776-63-5068 

ケアフルハウス 越前市広瀬町 153-12-3 0778-22-0030 

リベルテ  竜郷  －大宮－ 福井市大宮 6 丁目 17-24 0776-22-1165 

敦賀ケアセンターかくだ「はるのさん」 敦賀市中 81 号岩ケ鼻 1-13 0770-21-1177 

すまいる・厚生 福井市下馬 3 丁目 2302 0776-33-6517 

きずなの森  日光 福井市日光 1 丁目 7-24 0776-23-2888 

地域優良賃貸住宅（高齢者型）サンホーム一乗 福井市勝見 3 丁目 22-4 0776-50-2678 

県民せいきょうサービス付き高齢者向け住宅

鯖江きらめき 
鯖江市小黒町 3 丁目 10-21 0776-52-8050 

コーピアせいめい 福井市今市町 65-11-1 0776-38-6515 

ケアフル開発Ⅱ 福井市開発 2 丁目 228 0776-89-1201 

ゆうあいホーム大願寺 福井市大願寺 3 丁目 9-3 0776-43-9010 

ヴィルヌーヴあさくら 福井市豊島 1 丁目 2-13 0776-30-0750 

ひばりヶ丘サービス付き高齢者住宅  悠優（ゆ

うゆう） 

敦賀市砂流 50-40-1（ひばりヶ丘

町） 
0770-25-8008 

ケアホーム生喜庵 坂井市丸岡町長畝 16-3-1 0776-68-0058 

すずらん 福井市西開発 3 丁目 306 番地 0776-52-0039 

コンフォガーデン木村 あわら市市姫 3 丁目 24-8 0776-73-3335 

紬（つむぎ）の家 敦賀市藤ヶ丘町 15-5 0770-25-8854 

アプトケア・三国 坂井市三国町三国東 2 丁目 9-23 0776-60-0105 

えばたの郷 福井市江端町 20 字 1-3 0776-43-1360 

和みの園 坂井市丸岡町玄女 18-24-1 0776-97-8753 

レリエフ三郎丸  新館 福井市三郎丸 1 丁目 108 0776-63-5068 

池田町サービス付高齢者向け住宅安寿ホーム 今立郡池田町常安 21-1 0778-44-7760 

華みずき 福井市種池 1 丁目 609-2 0776-35-8733 

サンシャインゆり 坂井市春江町本堂 27-1 0776-51-8787 

清風の杜 福井市順化 1 丁目 3-15 0776-22-1335 

笙の里 敦賀市鉄輪町 1 丁目 2 番 55 号 0770-25-6616 

HANA（華）テラス 鯖江市三六町２丁目９１０番５ 0778-54-7733 

県民せいきょうサービス付き高齢者向け住宅

勝山きらめき 
勝山市元町 2 丁目 5-12 0779-87-2512 

AYATTO 小浜市遠敷 7 丁目 301 0770-53-3028 

わがや 福井市宝永 3 丁目 25 番８ 0776-97-8083 

アーク向陽 福井市定正町 1 丁目 1325 0776-56-4560 

ロイヤルほっとクラブ福井 福井市大和田 2 丁目 2101 0776-57-1055 
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有料老人ホーム 

名称 所在地 電話番号 

グっとライフ 大飯郡高浜町薗部 47-4 0770-72-3103 

サービス付き高齢者向け住宅 アネック

ス明峰 
敦賀市昭和町 2 丁目 2908 番地 0770-20-1161 

キラキラの里 大野市中野 36－12－2 0779-66-1120 

千寿の森 福井市栗森 2 丁目 2710 0776-56-1027 

ナーシングホームよすが 若狭町鳥浜 28 号 54-2 0770-32-6001 

 

（３）養護老人ホーム 

65 才以上の者で環境上および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な

者を入所させる施設です。 

養護老人ホーム 

名称 所在地 電話番号 

一乗ふれ愛園 福井市花野谷町 43-40-2 0776-54－2254 

あわら市金津雲雀ケ丘寮 あわら市春宮 3-28-21 0776-73－0144 

大野和光園 大野市篠座 79-11 0779-66－2551 

太子園 越前市西谷町 15-9-1 0778-23－3448 

第一光が丘ハウス 越前町朝日 22-7-1 0778-34－1220 

第二光が丘ハウス 越前町朝日 22-7-1 0778-34－1220 

萩の苑 敦賀市鉄輪町 1 丁目 2-57 0770-21－4545 

もみじの里 小浜市東勢 11-3 0770-52－0084 

 

（４）指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

在宅での生活が困難な要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話、機能訓練、健康管理等を行う施設です。 

 

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

名   称 所 在 地 電話番号 

山翠苑 福井市堅達町 24-1 0776-53-2586 

新田塚ハウス 福井市江上町第 55 号 5 番地 0776-59-1800 

愛全園（従来型） 福井市丸山町 40-7 0776-53-5411 

愛全園（ユニット型） 福井市丸山町 40-7 0776-53-5411 

あさくら苑 福井市下六条町 18-32 0776-41-8400 

宝珠苑 福井市内山梨子町 2-3-1 0776-83-1373 

文珠苑 福井市北山町 35-5-1 0776-41-7500 

高雄苑 福井市本堂町 51-33 0776-37-0116 
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指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

名   称 所 在 地 電話番号 

愛寿苑 福井市若杉町 2-601 0776-34-5100 

足羽利生苑（従来型） 福井市栂野町 20-7 0776-41-3121 

藤島園 福井市高木中央 3-1701 0776-52-1166 

悠和園 福井市免鳥町 22-74 0776-87-2161 

たんぽぽ苑 福井市下森田町 10-95 0776-56-0992 

あさむつ苑 福井市引目町 21-9-2 0776-38-9280 

美山貴寿苑 福井市市波町 31-2 0776-96-4150 

こしの渚苑(従来型) 福井市蒲生町 1-90-1 0776-89-2110 

こしの渚苑（ユニット型） 福井市蒲生町 1-90-1 0776-89-2110 

すみれ荘 福井市島寺町 83-1 0776-98-5550 

HOME TOWN コスモス 福井市帆谷町 1-33 0776-38-1159 

モアヤング こもれびホーム 福井市和田中町東沖田 30-1 0776-28-3737 

たぶのき 福井市大願寺 3 丁目 3-6 0776-27-4140 

アニス松岡 吉田郡永平寺町松岡椚 31-7-1 0776-61-0725 

永平寺ハウス 吉田郡永平寺町けやき台 813-1 0776-63-4373 

ひかり苑(従来型) 吉田郡永平寺町山王７字 30 0776-64-3500 

ひかり苑（ユニット型） 吉田郡永平寺町山王７字 30 0776-64-3500 

あわら市金津雲雀ヶ丘寮(従来型） あわら市春宮 3-28-21 0776-73-0144 

あわら市金津雲雀ヶ丘寮(ユニット型） あわら市春宮 3-28-21 0776-73-0144 

芦原メロン苑（従来型） あわら市井江葭 50-18 0776-78-7880 

白楽荘（従来型） 坂井市三国町梶 49-18 0776-82-1282 

長寿園 坂井市丸岡町八ケ郷 22-4 0776-66-6734 

ガーデンハイツ春江（従来型） 坂井市春江町針原 48-28-1 0776-51-6233 

ガーデンハイツ春江（ユニット型） 坂井市春江町針原 48-28-1 0776-51-6233 

豊楽園 坂井市坂井町下関 42-4-1 0776-72-2630 

福井県済生会聖和園 大野市蕨生 158-35 0779-66-3307 

大野和光園(従来型) 大野市篠座 79-11 0779-66-2551 

大野和光園(ユニット型) 大野市篠座 79-11 0779-66-2551 

介護老人福祉施設ビハーラ大野 大野市牛ヶ原 154-1-1 0779-66-1850 

さくら荘（従来型） 勝山市北谷町中尾 13-16 0779-83-1331 

さつき苑（従来型） 勝山市片瀬 15-22 0779-87-7711 

さつき苑（ユニット型） 勝山市片瀬 15-22 0779-87-7711 

シルバーケア九頭竜 勝山市平泉寺町岩ケ野第 42 号 61 番地 0779-87-3003 

水仙園 （従来型） 越前市萱谷町 4-9-1 0778-27-2155 

第２水仙園 （ユニット型） 越前市萱谷町 4-9-1 0778-27-2155 
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指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

名   称 所 在 地 電話番号 

第２和上苑 越前市白崎町 34-2-1 0778-25-6400 

メゾンいまだて(従来型) 越前市東樫尾町 8-38 0778-43-1800 

第３和上苑 越前市高木町 12-7-1 0778-23-0700 

池田町幸寿苑 今立郡池田町常安 20-5 0778-44-6110 

ほのぼの苑 南条郡南越前町鋳物師 5-10-1 0778-47-2078 

五岳園 鯖江市漆原町 20-8 0778-62-2220 

ことぶき荘（従来型） 鯖江市大野町 3-1 0778-51-7780 

ことぶき荘（ユニット型） 鯖江市大野町 3-1 0778-51-7780 

エレガント･セニール・ガーデン 鯖江市吉江町 31-7-1 0778-53-2772 

第三光が丘ハウス 丹生郡越前町朝日 22-7-1 0778-34-1220 

シルバーハイツ宮崎 丹生郡越前町小曾原 75-35 0778-32-3838 

海楽園 丹生郡越前町米ノ 46-1-1 0778-39-1800 

やすらぎ荘 丹生郡越前町織田 83-24-1 0778-36-1170 

常磐荘 敦賀市金山 50-19-1 0770-25-6960 

渓山荘 敦賀市中 81-1-5 0770-24-2288 

第２渓山荘ぽっぽ 敦賀市鉄輪町 1-2-57 0770-21-1515 

眞盛苑（従来型） 敦賀市莇生野 90-3 0770-21-6161 

眞盛苑（ユニット型） 敦賀市莇生野 90-3 0770-21-6161 

湖岳の郷 三方郡美浜町金山 2-3-27 0770-32-2082 

もみじの里 小浜市東勢 11-3 0770-52-0084 

若狭ハイツ 小浜市阿納尻 59-9-1 0770-53-2940 

ひまわり荘 小浜市加茂 2-52 0770-57-2120 

松寿苑（従来型） 三方上中郡若狭町井ノ口 32-6-1 0770-62-0100 

松寿苑（ユニット型） 三方上中郡若狭町井ノ口 32-6-1 0770-62-0100 

楊梅苑（従来型） 大飯郡おおい町野尻 28-37 0770-77-1011 

高浜けいあいの里 大飯郡高浜町和田 168-22 0770-71-1022 
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（５）指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム） 

在宅での生活が困難な要介護者に対し、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できる

よう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を行

う定員 29 人以下の施設です。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）） 

名称 所在地 電話番号 

かわにし苑 福井市砂子坂町第 9 号 5 番地 0776-83－1055 

なの花 福井市加茂河原 3 丁目 1-22 0776-36－8784 

六条ホームやわらぎ 福井市下六条町 217 番 4 0776-41－8600 

第二ひかり苑 泉の郷 福井市今泉町 25 字 15 番 1 0776-52－1300 

花むつ苑 福井市花堂中 1 丁目 5-6 0776-34－8762 

地域密着型介護老人福祉施設 東安居苑 福井市大瀬町 23 字 101 番 0776-35－0838 

松本ホームやわらぎ 福井市松本 1 丁目 2-19 0776-26－4165 

第２藤島園そよかぜホーム 福井市河合勝見町 4-24-1 0776-55-1313 

足羽利生苑 福井市栂野町 20-7 0776-41-3121 

あるば・あい 福井市日之出 3-16-18 0776-21-0181 

地域密着型特別養護老人ホームあたご苑 福井市足羽 5 丁目 5 番 17 号 0776-33-7080 

桜手苑 福井市大手 2 丁目 22-18 0776-26-7070 

レインボー二の宮 福井市二の宮 2 丁目８－２１ 0776-21-2821 

湯の町メロン苑 あわら市二面 42-20 0776-77－1288 

芦原メロン苑（ユニット型） あわら市井江葭 50-18 0776-78-7880 

長寿の郷 坂井市丸岡町八ケ郷 22-5 0776-67－8905 

プライムハイツ春江 坂井市春江町針原 59-2 0776-51－0400 

ケアセンター ゆり 坂井市春江町本堂 27-1-1 0776-51－8100 

地域密着型介護老人福祉施設 潟池野 坂井市坂井町下関 42-4-2 0776-72－0100 

かがやき荘 坂井市三国町陣ヶ岡 13 号 3 番 0776-82-5151 

白楽荘みくに湊（ユニット型） 坂井市三国町梶 49-18 0776-82-1282 

生喜庵 坂井市丸岡町長畝 16-3-1 0776-68-0058 

大野和光園 和らぎの里 大野市春日 3 丁目 1718 番地 0779-66－3011 

大野和光園 和らぎの里 大野市春日 3 丁目 1718 番地 0779-66－3011 

ルンビニー花山（従来型） 大野市牛ヶ原 154-1-1 0779-65-0366 

ルンビニー花山（ユニット型） 大野市牛ヶ原 154-1-1 0779-65-0366 

森目ホーム  ぶるー夢（従来型） 大野市森目 6 字 16-3 0779-64-5689 

森目ホーム  ぶるー夢（ユニット型） 大野市森目 6 字 16-3 0779-64-5689 

さくら荘（ユニット型） 勝山市北谷町中尾 13-16 0779-83-1331 

メゾンいまだて（ユニット型） 越前市東樫尾町 8-38 0778-43-1800 

こうの 南条郡南越前町河野第 29 号 5 番地 62 0778-48-7000 
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（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）） 

名称 所在地 電話番号 

つつじの家 鯖江市水落町 3 丁目 6-32 0778-53-2022 

第３渓山荘あおぞら 敦賀市松島町 2 丁目 6 番 35 号 0770-22-8570 

やはず苑 三方郡美浜町金山 19-4-11 0770-32－6882 

若狭東ハイツ 小浜市遠敷 48 号下河原 10 番 1 0770-56－2940 

五湖の郷 三方上中郡若狭町田井第 24 号 2 番地 0770-46－1212 

楊梅苑（ユニット型） 大飯郡おおい町野尻 28-37 0770-77－1011 

 

 

（６）認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話、機能訓練を行い、少人数（5 人～9 人）の家庭的な雰囲気の中で、症状

の進行を遅らせて、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指します。 

（認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）） 

名称 所在地 電話番号 

グループホーム けんとく 福井市乾徳 4 丁目４-18 0776-30-5100 

すのぅどろっぷ 福井市和田東１丁目 2218 0776-21-1576 

冨永グループホーム 福井市西木田３丁目 5-13 0776-36-1851 

グループホームレインボー２１ 福井市高木中央 3 丁目 1601 番地 0776-57-2800 

みどりの森グループホーム 福井市文京 2 丁目 6-10（2F・３Ｆ） 0776-28-7253 

グループホーム うらら 福井市木田 1 丁目 3308（２Ｆ・３Ｆ） 0776-33-2555 

グループホーム ゆうなぎ 福井市鮎川町 91-37 0776-88-2440 

グループホーム しみず 福井市竹生町 32-48 0776-98-7890 

幸の家 福井市免鳥町 22-70 0776-86-1855 

グループホーム あさくら 福井市下六条町 18 字 37 番 0776-41-8408 

田園 福井市本堂町 51 字 38 番地-1 0776-37-0116 

グループホーム あそうづ 福井市浅水三ヶ町１字 29-2 0776-50-1165 

グループホーム 匠 福井市灯明寺 4 丁目 1706 番地 0776-28-3232 

グループホーム 宝珠の郷 福井市内山梨子町 3-46 0776-83-1373 

いちご 月見の里 福井市月見 4 丁目 20-47 0776-34-5515 

グループホーム ふじしま 福井市高木中央 3 丁目 1701 番地 0776-52-1166 

グループホーム らくや 福井市上野本町第 21 号 30 番地 0776-56-1043 

グループホーム 楓 福井市大宮 4 丁目 13 番 1 号 0776-25-0042 

愛全園 グループホーム 福井市丸山町 40-7 0776-53-5411 

県民せいきょう岡保きらめきグルー

プホーム 
福井市曽万布町 7-18-1 0776-52-0840 

グループホーム たぶのき 福井市大願寺 3 丁目 3-6 0776-27-3940 

グループホーム あさむつの森 福井市引目町 21-9-2 0776-38-9280 

グループホーム レインボー灯明寺 福井市灯明寺町 59-12-1 0776-57-2800 
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（認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）） 

名称 所在地 電話番号 

グループホーム 美山 福井市美山町 6 字 1 番 0776-90-3330 

いちご 和えの里 福井市勝見 3 丁目 20-12 0776-27-0015 

グループホーム 翠 福井市堅達町２４－１ 0776-53-2586 

グループホームあさくらの家東郷 福井市東郷二ケ町 6-2-1 0776-41-8500 

認知症対応型共同生活介護事業所 

やよいの森 
福井市門前町１丁目１２０番地 0776-34-5112 

グループホーム 和 福井市若杉町 25-18-1 0776-34-5595 

グループホーム あたご 福井市足羽 5 丁目 5 番 17 号 0776-33-7080 

ほのかな家 福井市三郎丸 2 丁目 812 番地 0776-97-5277 

グループホーム 桜手苑 福井市大手 2 丁目 22-18 0776-26-7077 

二の丸苑 グループホーム 福井市大手 2 丁目 21-3 0776-26-2020 

グループホーム りんごの木 吉田郡永平寺町松岡松ヶ原 1 丁目 308 0776-61-6060 

グループホームなないろ 吉田郡永平寺町松岡薬師１丁目１４５番地 0776-61-7716 

ウエルネス木村 あわら市自由ヶ丘 2 丁目 15-23 0776-73-7788 

グループホーム あわら聖徳園 あわら市田中々3-25-7 0776-78-7177 

グループホーム とものいえ あわら市二面 2 丁目 302 番地 0776-77-2261 

県民せいきょう あわら市大溝 3 丁目１１－７ 0776-73-4165 

グループホーム 白楽荘みくにの里 坂井市三国町梶 49-18 0776-82-2243 

あかねの里 坂井市丸岡町羽崎 31-11-3 0776-67-6581 

グループホーム さかい 坂井市坂井町折戸 1-58 0776-72-3422 

認知症対応型共同生活介護潟池野 坂井市坂井町下関 42 字 4 番 2 0776-72-0100 

グループホーム まるおか 坂井市丸岡町八ケ郷第 23 号 19 番地 3 0776-67-7771 

グループホーム しおんの里 坂井市丸岡町安田新 4-3-1 0776-68-0007 

県民せいきょう坂井きらめきグルー

プホーム 
坂井市坂井町大味 56 号 0776-72-3903 

グループホーム みやざき 坂井市三国町北本町 2-2-6 0776-82-1002 

グループホーム ゆり 坂井市春江町本堂 27-1 0776-51-8100 

グループホーム かがやき荘 坂井市三国町陣ヶ岡 13 号 3 番 0776-82-5151 

グループホーム けいあい 大野市牛ヶ原 154-1-1 0779-65-7132 

グループホーム 一乗ハイム 大野市明倫町 6-8 0779-65-6511 

グループホーム さくら日和 大野市中津川 32-33 0779-69-7339 

グループホーム はなみずき 勝山市立川町１丁目 11-24 0779-88-5600 

愛の家グループホーム勝山荒土 勝山市荒土町新保 10 号 109 番地 2 0779-89-3880 

愛の家グループホーム勝山野向 勝山市野向町深谷第 42 号 3 番地 2 0779-88-3511 

グループホーム 藤の園 越前市北府 3 丁目 10-21 0778-25-5001 

グループホーム 藤の都 越前市北府 3 丁目 7-25 0778-25-6002 

アクティブケアーあいの樹 越前市小松１丁目 5-4 0778-21-2110 

ラポールわかたけ 越前市爪生町 33-15-1 0778-25-5800 

グループホーム らくらく 越前市稲寄町 12-8-5 0778-22-0055 

極ほっと倶楽部 越前市高木町 111-2 0778-21-5208 

認知症共同生活介護事業所ゆうゆうの家 越前市粟田部町 42-6-1 0778-43-1900 
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（認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）） 

名称 所在地 電話番号 

グループホームらいふ 越前市横根町１２－４－１ 0778-43-5406 

グループホーム いけだ 今立郡池田町常安 22-5 0778-44-7760 

ふれあい大地 南条郡南越前町今庄 77-11-1 0778-45-0079 

こうの 南条郡南越前町河野第 29 号 5 番地 62 0778-48-7000 

グループホーム さばえ 鯖江市旭町 4 丁目 9-10 0778-51-6171 

グループホーム さくら園 鯖江市糺町 14-6 0778-51-1711 

グループホーム つつじ 鯖江市水落町 3 丁目 6-33 0778-53-2040 

グループホーム おしどり 鯖江市別司町 41-30 0778-65-3120 

県民せいきょう鯖江きらめきグルー

プホーム 
鯖江市小黒町 3 丁目 10－21 0778-52-9050 

エレガントセニール ルーエ 鯖江市吉江町 31-7-1 0778-53-2772 

グループホーム やすらぎ 丹生郡越前町織田 83-24-1 0778-36-1170 

アクティブケアー宮崎 丹生郡越前町小曽原 33-34 0778-32-3777 

グループホーム のどか 丹生郡越前町厨第 70 号 206 番地 4 0778-43-5938 

敦賀ケアセンターかくだ「あずさ」 敦賀市新松島町 8-30 0770-22-6120 

敦賀ケアセンターかくだ「はるか」 敦賀市昭和町 2 丁目 20-16 0770-21-4141 

グループホーム つくし 敦賀市天筒町 8-55 0770-21-1331 

グループホーム みつばち 敦賀市野坂 20-1 0770-20-0038 

アイホーム らくらく 敦賀市結城町 13 番 24 号 0770-21-0017 

グループホーム あかり苑 敦賀市高野 2 号 1 番地の 1 0770-23-7878 

グループホームどりぃむはうす 敦賀市長谷 36 号 3 番地の 4 0770-20-5751 

グループホーム 幸 敦賀市鋳物師町 1904 番１ 0770-20-0294 

グループホーム 明峰夢 敦賀市津内町 3 丁目 7－17 0770-23-3700 

和の家 えがお 敦賀市公文名 1-6 0770-25-4311 

グループホーム さと 敦賀市鋳物師町 12 番 16-5 号 0770-24-6701 

グループホーム ひなた 敦賀市道口 63 号 13-1 0770-24-1123 

グループホーム おあしす 小浜市雲浜 1 丁目 8-8 0770-53-5500 

グループホーム 孫子老 小浜市遠敷 57-13 0770-56-5705 

グループホーム ひまわりの郷 小浜市加茂 2-52 0770-57-2711 

グループホーム 湖岳の郷 美浜町早瀬 7-31-5 0770-32-0505 

認知症対応型グループホーム 五湖の郷 若狭町田井 24-2 0770-46-1212 

社団法人地域医療振興協会おおい

町保健・医療・福祉総合施設 

認知症高齢者グループホームなごみ 

おおい町本郷 92-51-1 0770-77-2753 
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８．障害者支援施設一覧 

 

（１）指定障害者支援施設 

主として夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、日中においても生

活介護等のサービスを行う施設です。 

（指定障害者支援施設） 

名称 住所 
主な対象者 

電話番号 
身体 知的 精神 

九頭竜ワークショップ七瀬の郷 福井市燈豊町 43 字才田 9 番 3 ●   0776-83-0152 

足羽更生園 福井市宿布町 19-46-1  ●  0776-41-3120 

すだちの家 福井市東大味町９－１５  ●  0776-41-3950 

福井美山荘 福井市市波町５４－２５ ●   0776--96-4115 

若越ひかりの村  第一生活
支援施設 

福井市島寺６７－３０  ●  0776-98-3600 

若越ひかりの村  第二生活
支援施設 

福井市島寺６７－３０  ●  0776-98-3600 

若越ひかりの村  第三生活
支援施設 

福井市島寺６７－３０  ●  0776-98-3600 

若越ひかりの村  第四生活
支援施設 

福井市島寺６７－３０  ●  0776-98-3600 

ふくいサンホーム 福井市日之出三丁目３番１６号 ● ● ● 0776-23-5033 

敦賀市立やまびこ園 敦賀市長谷 47 号 21 番  ●  0770-21-1133 

障害者支援施設  やすらぎの郷 小浜市深谷 10-1-1 ● ● ● 0770-58-0880 

障害者支援施設併設障害児入所
施設  第二やすらぎの郷 

小浜市深谷 10-1-4 ● ● ● 0770-58-0408 

障害者支援施設  第三やす
らぎの郷 

小浜市深谷 10-13-2 ● ● ● 0770-58-0221 

むつみ園 大野市篠座 16－13  ● ● 0779-65-3761 

障害者支援施設  希望園 大野市篠座 79-53  ● ● 0779-66-1133 

九頭竜ワークショップしずかの
郷 

勝山市平泉寺町岩ヶ野 42-61 ●   0779-87-3003 

九頭竜ワークショップ上野の郷 勝山市平泉寺町岩ヶ野 42-61 ●   0779-87-3003 

九頭竜ワークショップいずみの
郷 

勝山市平泉寺町岩ヶ野 42-61  ●  0779-87-3003 

大日園 勝山市荒土町松田８－３１ ● ● ● 0779-89-3210 

ライトワークセンター 鯖江市和田町 9 字 1-1 ● ● ● 0778-62-8103 

ライフトレーニングセンタ
ー 

鯖江市和田町 9 字 1-1 ● ● ● 0778-62-1234 

金津サンホーム あわら市花乃杜３－２２－１２ ● ● ● 0776-73-5033 

あいの里 越前市白崎町 35-11-1  ●  0778-21-0500 

若越みどりの村 越前市萱谷町 2-6 ●   0778-27-1560 

ライトホープセンター 越前町朝日 22-3-1 ● ● ● 0778--34-8000 

光が丘ワークセンター 越前町朝日 22-2-2 ● ● ● 0778-34-8000 

障害者支援施設  ライフかすみ 坂井市丸岡町女形谷５９－１７  ●  0776-66-1272 
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（２）共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴、排せつ、食事の介

護等を行う施設です。 

共同生活援助（グループホーム） 

名称 住所 
主な対象者 

電話番号 
身体 知的 精神 

玉江荘 福井市文京３丁目１－１   ● 0776-22-3717 

けやき荘 福井市大宮２丁目７－３・７－４   ● 0776-22-3717 

コーポひびき 福井市文京２丁目１４－２５   ● 0776-22-3717 

みどりの森社会復帰セ
ンターこもれび 

福井市今泉町 2-5-1   ● 0776-22-3717 

クローバーハウス 福井市新保町１６－３－２  ● ● 0776-57-1119 

いづみ寮 福井市三郎丸 1 丁目９０９－２  ●  0776-33-8350 

かえで寮 福井市種池町２－２６  ●  0776-33-8350 

みどり寮 福井市グリーンハイツ３丁目１５８  ●  0776-33-8350 

グリーンハウス 福井市グリーンハイツ４丁目１２７  ●  0776-33-8350 

河北寮 福井市下河北町１１－１４ ● ● ● 0776-38-5757 

江守ホーム 福井市舞屋町１６－１－１  ●  0776-98-3600 

あかりホーム 福井市運動公園１－１３０８  ●  0776-98-3600 

島寺ホーム 福井市島寺町 86-5  ●  0776-98-3600 

やしろ事業所 福井市運動公園３－１３０１  ●  0776-98-3600 

ハウス花堂 福井市花堂北２丁目１５－２３   ● 0776-41-8350 

ハウス板垣 福井市板垣３丁目１２０１   ● 0776-41-8350 

ハウス六条 福井市下六条町２１７－８   ● 0776-41-2060 

ハウス松本Ⅰ 福井市松本１丁目１５－３３   ● 0776-41-2060 

ぷらむ 福井市花堂中１丁目 17-4  ●  0776-41-3523 

そよかぜ 福井市四ツ井 1 丁目 27-7  ●  0776-41-3795 

ほほえみ 福井市光陽 2 丁目 7－5-105  ●  0776-41-3795 

ひだまり 福井市西方２丁目２６－３５  ●  0776-41-3795 

ひまわりの家 福井市御幸 4 丁目 3 番 21 号  ●  0776-41-3795 

たんぽぽ 福井市和田東１丁目１６０１  ●  0776-41-3795 

さつき 福井市和田東１丁目１６０３  ● ● 0776-41-3795 

さくら 福井市御幸 4 丁目 3 番 21 号  ●  0776-41-3795 

あすわ 福井市栂野町 20－5  ●  0776-41-3795 

とうごう 福井市東郷二ケ町 34－23－1  ●  0776-41-3795 

なごみ 福井市和田東２丁目１３２１  ●  0776-63-6789 
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共同生活援助（グループホーム） 

名称 住所 
主な対象者 

電話番号 
身体 知的 精神 

こもれび 福井市和田東 1 丁目 2311  ●  0776-41-3795 

はばたき 福井市成和１丁目 2503  ●  0776-41-3795 

おおしま 福井市大島町大島台８１１  ●  0776-52-5575 

きさらぎの里  愛 福井市殿下町 16-1  ●  0776-52-5575 

きさらぎの里  望 福井市殿下町 16-1  ●  0776-36-9981 

げんきの家  オレンジ
ハウス 

福井市高木中央 2 丁目 604 ● ● ● 0776-52-8781 

グループホーム 
やすらぎの家 

福井市光陽 2 丁目１７－２５ ●   0776-23-5670 

Ｐａｌｅｔｔｅ（パレ
ット） 

福井市渕 3-308  ●  0776-33-3730 

あったかい 福井市文京７丁目８－２３  ●  0776-27-2615 

ぽてと 福井市福１丁目 1102・1103 ● ● ● 0776-33-5085 

グループホームあおい 福井市開発５丁目７０９番地 ● ● ● 0776-43-6151 

つばさ 福井市城東４丁目１２－２５  ●  0776-22-5567 

きらり 福井市丸山町４０－７  ●  0776-53-5414 

グループホーム 
ジェラ大宮 

福井市大宮 5 丁目 6-31  ● ● 0776-50-2411 

グループホーム 
わの家 

福井市加茂河原 3 丁目 9-19  ● ● 0776-33-0044 

グループホーム桜ヶ丘 敦賀市桜ヶ丘町 5－43  ●  0770-21-1133 

グループホーム新和 

敦賀市新和町1丁目7-2  サンブリ
エ和久野Ⅱ 
（サテライト型住居）敦賀市白銀町
13-9 メゾン白銀 302 号室 

 ●  0770-21-1133 

つくし寮 小浜市山手２丁目２－４  ● ● 0770-53-1286 

グループホーム・ケア
ホームあおぞら２ 

小浜市小浜住吉８０－２  ● ● 0770-53-1190 

グループホーム・ケア
ホームあおぞら１ 

小浜市後瀬町 13-1-11 ● ● ● 0770-53-1230 

ホープ 小浜市小浜市深谷 13-2-1 ● ● ● 0770-58-0200 

グループホーム  
ポルト 

小浜市深谷 9-11-2 ● ● ● 0770-58-0018 

うぐいす 大野市春日２丁目９－２  ● ● 0779-66-3320 

ひまわり 大野市篠座７４－５６－３  ● ● 0779-66-3320 

かすが 大野市有明町 17-3  ● ● 0779-66-7000 

こぶし 大野市牛ヶ原 4-117  ● ● 0779-66-7000 

みかわホーム 大野市美川町 1-8  ● ● 0779-65-0008 

つきみホーム 大野市月見町 2-8  ● ● 0779-65-7377 

あゆみ 大野市春日 2 丁目 6－9  ● ● 0779-66-1133 
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共同生活援助（グループホーム） 

名称 住所 
主な対象者 

電話番号 
身体 知的 精神 

いずみ 大野市茜町 176 番地  ● ● 0779-66-1133 

かしのき 大野市篠座 65－26－4  ● ● 0779-66-1133 

なごみ 大野市春日 94-2-1  ● ● 0779-66-1133 

のぞみ 大野市下据 43－1  ● ● 0779-66-1133 

ふるさと 大野市下据 43－26  ● ● 0779-66-1133 

たんぽぽ 大野市陽明町１丁目１１０４番地  ● ● 0779-66-3320 

さわらび 大野市春日３丁目２１－２５  ● ● 0779-66-3320 

かささぎ 大野市春日１丁目３－１７  ● ● 0779-66-3320 

たていし寮 勝山市元町３－７－５３  ●  0776-33-8350 

元町の家 勝山市元町１丁目 9-4 ● ● ● 0779-89-3210 

九頭竜さかえホーム 勝山市栄町１丁目３－１０ ● ● ● 0779-87-3003 

九頭竜あさひけやホーム 勝山市旭町 3 丁目 107 番地 ● ● ● 0779-87-3003 

外部サービス利用型共
同生活援助事業所たん
ぽぽ 

鯖江市三六町１丁目１１－７  ● ● 0778-53-0023 

平井グループホーム 鯖江市平井町 55 号 2 番地 3 ● ● ● 0778-51-2910 

平井第二グループホーム 鯖江市平井町 57 号 30 番地８ ● ● ● 0778-51-2910 

平井第三グループホーム 鯖江市平井町 55 号 2 番地 4 ● ● ● 0778-51-2910 

鳥羽グループホーム 鯖江市御幸町 3 丁目 8 番 4 号  ●  0778-51-2910 

たつかわ寮 あわら市大溝１－２１－２９  ●  0776-33-8350 

ステップハウス あわら市二面 87-20-5  ●  0776-78-6743 

あおぞら あわら市二面 87-26-2  ●  0776-78-6743 

のぞみ あわら市二面 87-26-2  ●  0776-78-6743 

あかつき あわら市二面 87-26-3  ●  0776-78-6743 

ハッピー あわら市上番 40－12－4  ●  0776-78-6743 

すまいる あわら市市姫３丁目 14-2  ●  0776-78-6743 

友歌里 あわら市大溝３－１５－１７  ●  0776-78-6743 

はさだ あわら市市姫３丁目 14-１  ●  0776-78-6743 

ぴーぷるファン 越前市庄田町３－５－２  ● ● 0778-23-1439 

グループホーム竹 越前市下太田町 21-9-12   ● 0778-23-7940 

グループホーム芝原 越前市芝原１丁目１－１２  ● ● 0778-23-7940 

陽だまり 越前市白崎町 34-10-1  ●  0778-24-2586 

グループホーム ふれんず 越前市本多 2 丁目 1-8 ● ● ● 0778-29-3637 
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共同生活援助（グループホーム） 

名称 住所 
主な対象者 

電話番号 
身体 知的 精神 

ハウスえちぜん 越前市家久町 88-17-7   ● 0778-42-5861 

ひかり 越前市松森町 24-15-1  ●  0778-77-4812 

共同生活みんなのホーム 越前市帆山町 7-12-1 ● ● ● 090-2129-4456 

たにまちホーム 坂井市丸岡町谷町１丁目１６  ● ● 0776-67-3603 

いぬいホーム 坂井市丸岡町本町４－１７  ● ● 0776-67-3603 

空と海 坂井市三国町米ヶ脇 1 丁目 4-3  ●  0776-78-6743 

かすみホーム 
坂井市丸岡町一本田福所２２－２４ 
－５ 

 ●  0776-66-1272 

すだちホーム 坂井市丸岡町一本田中４８－４－１  ●  0776-66-1272 

めぶきホーム 坂井市丸岡町一本田 32-7-1  ●  0776-66-1272 

わたなべホーム 坂井市丸岡町西瓜屋 5－9  ●  0776-66-1272 

のぞみホーム 坂井市丸岡町本町２丁目５０  ●  0776-66-1272 

つばさホーム 坂井市丸岡町一本田３２－７－２  ●  0776-66-1272 

まち中ホーム 坂井市丸岡町一本田３５－４１  ●  0776-67-5990 

ハーツ丸岡ハイム 坂井市丸岡町小黒７４－１０  ●  0776-66-0246 

グループホーム  コミュ

ニティかすみ 
坂井市丸岡町女形谷 58-16  ●  0776-66-1272 

コスモスホーム 坂井市丸岡町女形谷 59-2  ●  0776-66-1272 

そよかぜホーム 坂井市丸岡町女形谷 58-8  ●  0776-66-1273 

ハウスまるおか 坂井市丸岡町西里丸岡第 8 番 7 番地 2   ● 0776-66-2244 

ケアホーム夢 南越前町東大道 33-12-1 ● ● ● 0778-47-3270 

朝日ホーム 越前町朝日２－１２  ●  0776-98-3600 

とらいと 越前町朝日１－５０５ ● ● ● 0778-62-1234 

青葉の郷 高浜町紫水ヶ丘１丁目１-25  ● ● 0770-77-0185 

ほたるの里 高浜町和田 103-1-2  ●  0770-72-6610 

しいの実ハウス おおい町名田庄中 29-10-13  ●  0770-67-3677 

ひまわり寮 若狭町熊川２２－２－１   ● 0770-62-1131 

おおとば寮 若狭町大鳥羽１６-５０  ●  0776-33-8350 

ケアホーム五湖の郷 若狭町田井２４－２ ● ●  0770-46-1212 

わかさ寮 若狭町下夕中 11-27-1  ●  0770-62-2550 

メゾン・ド・ひまわり 若狭町熊川 22-2-1 ● ● ● 0770-62-2157 
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９．基礎データ 

 

（１）統計資料 

①高齢者 

高齢者の人口は増加が続いており、2015年には222,408人となっています。また、

高齢化率は 28.6％となっており、全国平均（26.8％）より高齢化が進んでいます。 

 

（福井県の人口推移） 

 

 

（高齢化率の推移） 

 

資料：福井県老人福祉計画 
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②障がい者 

障害者手帳の所持者は平成 24 年度末と比べて、若干の増加傾向にあり、2016 年に

は、身体、知的、精神の３障がい合計で 51,752 人となっています。 

 

資料：福井県障害者福祉計画 

 

③外国人 

福井県では、リーマンショック後に外国人数は一度減少しましたが、その後再度増加

し、平成 29 年には 13,426 人となっています。平成 25 年と比べると約 2 千人増加し

ています。 

近年では、ベトナム国籍の方が大幅に増加しています。 

 

（福井県の在住外国人の推移（毎年 12月末現在）） 
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（福井県の国籍別在住外国人の推移） 

 

 

 

④ひとり親 

ひとり親世帯は平成 24 年以降、世帯数、世帯割合ともほぼ横ばいになっており、平

成 29 年には 7,520 世帯（推計）となっています。 

 

ひとり親世帯数の推移 平成19年 平成24年 平成29年 

母子世帯  6,412世帯  6,835世帯  6,912世帯  

父子世帯  378世帯  568世帯  608世帯  

合 計 (A)  6,790世帯  7,403世帯  7,520世帯  

全世帯数 (B)  272,058世帯  277,219世帯  281,955世帯  

世帯割合 (A/B)  2.50％  2.67％  2.67％  

資料：福井県ひとり親家庭自立支援計画 
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（２）不動産事業者へのアンケート 

福井県居住支援協議会では平成 30 年度に県下の不動産事業者に対するアンケート調査

を実施しました。（賃貸住宅の仲介・管理を行う事業者 29 社から回答） 

その結果、賃貸住宅の仲介に関する実態として、要配慮者であることを理由とした入居

拒否が起きていることがわかりました。 

また、今後の受け入れに関する意向を確認したところ、入居を断られる可能性のある物

件の比率は高齢者や障がい者、外国人のみの世帯で高い傾向にあります。 

要配慮者を積極的に受け入れたいとは思わない理由は、要配慮者の属性によって異なっ

ています。（高齢者では死亡後の原状回復や残地物処分、外国人では住居の使用方法に対す

る不安など） 
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１０．住宅セーフティネット制度に関するＱ＆Ａ 

 

（１）登録の手続き 

○登録の申請 

Ｑ 登録住宅の申請はどのように行えばよいですか。 

Ａ 登録の申請については、国の登録システムから直接都道府県等に申請することが可能で

す。登録をされると、国のＨＰに掲載され、広く周知されます。 

＜登録にあたっての基準＞ 

・各住戸の床面積が原則 25 ㎡以上であること 

・耐震性を有すること 

・台所、便所、収納、浴室等を備えていること 

・消防法や建築基準法に違反しないものであること 

・家賃が近傍同種の額相当であること 

 

また、登録住宅のうち入居者を要配慮者に限定した場合は、下記の支援制度を活用する

ことが可能です。 

・改修工事費の支援 

・改修工事費に対する融資 

・入居者の家賃低廉化に係る支援 

・入居者の家賃債務保証料の低廉化に対する支援 

支援制度の有無や要件等については、福井県土木部建築住宅課にお問い合わせ下さい。 

 

 

（２）要配慮者について 

○高齢者 

Ｑ 何歳以上の方が高齢者として要配慮者に該当しますか。 

Ａ 高齢者については、児童等とは異なり、同じ年齢であっても心身の状態をはじめとして

相当の個人差があります。したがって、一律に年齢で区分することは難しいため、高齢

者の定義では年齢について得に定められていません。 

ただし、高齢者を拒まないこととする個別の登録住宅については、登録の際に対象とな

る高齢者の年齢の下限を設けることとしています。 
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（３）応対について 

○連帯保証人の有無等による入居拒否 

Ｑ 登録住宅の賃貸人が入居を拒まないとした要配慮者について、連帯保証人がいないこ

と、家賃債務保証を引き受けてもらえないこと等を理由として入居を拒むことは遵守義

務違反になりますか。 

Ａ 登録住宅は要配慮者であることを理由として、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅なの

で、連帯保証人が確保できない、家賃債務保証を引き受けてもらえない場合等の理由で

入居を拒むことは遵守義務違反にはなりません。 

 

○要配慮者を理由とした入居拒否 

Ｑ 例えば低額所得者を拒まないこととした登録住宅に低所得者である子育て世帯が入居

を希望した場合、子育て世帯であることを理由に入居を拒むことは遵守義務違反になり

ますか。 

Ａ 今回の制度では、賃貸人が定めた要配慮者の範囲以外の要配慮者であることを理由とし

て入居を拒むことは遵守義務違反にはなりません。 

質問のケースの場合、賃貸人が低額所得者であり家賃滞納の恐れがあるので、入居を拒

否する」とした場合には違反となりますが、「子どもの騒音により他の入居者に迷惑を

かける危険があるので入居を拒否する」とした場合には違反となりません。 

 

 

 


